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第 26 条 原子炉制御室等 

 

 

1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

1.2 追加要求事項に対する適合方針 

1.3 気象等 

1.4 設備等（手順等含む） 

 

2. 追加要求事項に対する適合方針 

2.1 外の状況を把握する設備 

2.2 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

 

3. 別添 

別添 1 原子炉制御室について（被ばく評価除く） 

別添 2 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について 

別添 3 運用，手順説明資料 原子炉制御室等 
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中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価について 

設計基準事故時における中央制御室の居住性に係る被ばく評価に当たって

は，「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

（平成 21・07・27 原院第 1 号平成 21 年 8 月 12 日）」（以下「被ばく評価手法

（内規）」という。）に基づき行った。 

 

1．大気中への放出量の評価 

評価事象は，原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を対象とした。 

想定事故時における放射性物質の建屋内の存在量，大気中への放出量は，

仮想事故相当のソースタームを基にする数値，評価手法及び評価条件を使用し

て評価した。 

 

2．大気拡散の評価 

被ばく評価に用いる相対濃度と相対線量は，大気拡散の評価に従い実効放

出継続時間を基に計算した結果を年間について小さい方から順に並べた累積

出現頻度 97％に当たる値を用いた。評価においては，2005 年 4 月～2006 年 3

月の 1 年間における気象データを使用した。なお，当該データの使用に当た

っては，当該 1 年間の気象データが長期間の気象状態を代表しているかどう

かの検討をＦ分布検定により実施し，特に異常でないことを確認している。 

 

3．原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線の評価 

原子炉建屋原子炉棟内の放射性物質からの直接ガンマ線及びスカイシャイ

ンガンマ線による運転員の実効線量は，施設の位置，建屋の配置，形状等を

考慮して評価した。直接ガンマ線についてはＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒコード，

スカイシャインガンマ線についてはＡＮＩＳＮコード及びＧ３３－ＧＰ２Ｒ

1
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コードを用いて評価した。 

 

4．中央制御室の居住性に係る被ばく評価 

被ばく評価に当たって考慮している被ばく経路（①～⑤）を第 4-1 図に示

す。それぞれの経路における評価方法及び評価条件は以下に示すとおりであ

る。 

中央制御室等の運転員に係る被ばく評価期間は事象発生後 30 日間とした。

運転員の勤務体系は 5 直 2 交替とし，30 日間の評価期間において最も中央制

御室の滞在期間が長く，入退域回数が多い者を対象として，30 日間の積算線

量を中央制御室の滞在期間及び入退域に要する時間の割合で配分し，実効線

量を評価した。  

 

4.1 中央制御室内での被ばく 

4.1.1 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく（経路①） 

事故期間中に原子炉建屋原子炉棟内に存在する放射性物質からの直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による中央制御室内での運転員の

外部被ばくは，前述 3．の方法で実効線量を評価した。 

 

4.1.2 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による被ばく（経路②） 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室内で

の外部被ばくは，事故期間中の大気中への放射性希ガス等（以下「希ガス

等」という。）の放出量を基に大気拡散効果と中央制御室の壁・天井によ

るガンマ線の遮蔽効果を踏まえて運転員の実効線量を評価した。 
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第 4-1 図 事故時における中央制御室等の運転員の被ばく経路 
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4.1.3 室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばく（経路③） 

事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の一部は外気から中央制

御室内に取り込まれる。中央制御室内に取り込まれた希ガス等からのガン

マ線による外部被ばく及び放射性よう素（以下「よう素」という。）の吸

入摂取による内部被ばくの和として実効線量を評価した。 

中央制御室内の放射性物質濃度の計算に当たっては，（1），（2）に示す

中央制御室換気系の効果を考慮した。 

（1）中央制御室換気運転モード  

中央制御室換気系の運転モードを以下に示す。具体的な系統構成は第

4-2 図に示すとおりである。  

    1）通常時運転モード 

通常時は，中央制御室空気調和機ファン及び中央制御室排気用ファ

ンにより，一部外気を取り入れる再循環方式によって中央制御室の空

気調節を行う。 

2）事故時運転モード  

事故時は，外気取入口を遮断して，中央制御室フィルタ系ファンに

よりフィルタユニット（高性能粒子フィルタ及びチャコールフィルタ）

を通した閉回路循環運転とし，運転員を放射線被ばくから防護する。 

なお，外気の遮断が長期にわたり，室内環境が悪化した場合には，

チャコールフィルタにより外気を浄化して取り入れることもできる。 

（2）フィルタを通らない空気流入量 

中央制御室へのフィルタユニットを通らない空気の流入量は，空気流

入率測定試験結果を踏まえて保守的に換気率換算で 1.0 回／h と仮定し

て評価した。 
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第4-2図 中央制御室換気系概略図 
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4.2 入退域時の被ばく 

4.2.1 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく（経路④）  

事故期間中に原子炉建屋原子炉棟内に存在する放射性物質からの直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による入退域時の運転員の外部被

ばくは，中央制御室の壁・天井によるガンマ線の遮蔽効果を期待しないこ

と以外は，「4.1.1 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ば

く（経路①）」と同様な手法で実効線量を評価した。 

入退域時の運転員の実効線量の評価に当たっては，サービス建屋出入口

を代表点とし，入退域ごとに評価点に 15 分滞在するとして評価した。 

 

4.2.2 大気中へ放出された放射性物質による被ばく（経路⑤） 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ば

くは，中央制御室の壁・天井によるガンマ線の遮蔽効果を期待しないこと

以外は「4.1.2 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による被ばく

（経路②）」と同様な手法で，吸入摂取による内部被ばくは中央制御室の

換気系に期待しないこと以外は「4.1.3 室内に外気から取り込まれた放射

性物質による被ばく（経路③）」と同様な方法で放射性物質からのガンマ

線による外部被ばく及び吸入摂取による内部被ばくの和として運転員の

実効線量を評価した。  

入退域時の運転員の実効線量の評価は，上記 4.2.1 の仮定と同じとした。 

 

5．評価結果のまとめ 

設計基準事故時における中央制御室等の運転員の被ばく評価結果を第 5-1

表に，内訳を第 5-2 表に示す。評価結果は，原子炉冷却材喪失において実効

線量で約 1.8mSv，主蒸気管破断において実効線量で約 1.6mSv であり，法令に

6
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おける緊急時作業に係る線量限度 100mSv を下回っている。 

なお,この評価に係る被ばく経路イメージを第 5-3 表に，被ばく評価の主要

条件を第 5-4 表及び第 5-5 表に示す。 

 

 

第 5-1 表 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価結果 

 

被ばく経路 
原子炉冷却材喪失 

（実効線量） 

主蒸気管破断 

（実効線量） 

中
央
制
御
室
内 

①建物内の放射性物質からのガンマ線による中

央制御室内での被ばく 
約 6.6×10－１ 約 1.3×10－４ 

②大気中へ放出された放射性物質のガンマ線に

よる中央制御室内での被ばく 
約 2.4×10－２ 約 9.2×10－３ 

③室内に外気から取り込まれた放射性物質によ

る中央制御室内での被ばく 
約 2.0×10－１ 約 1.5×10０ 

小計（①＋②＋③） 約 8.9×10－１ 約 1.5×10０ 

入
退
域
時 

④建物内の放射性物質からのガンマ線による入

退域時の被ばく 
約 8.7×10－１ 約 2.1×10－３ 

⑤大気中へ放出された放射性物質による入退域

時の被ばく 
約 3.5×10－２ 約 9.4×10－２ 

小計（④＋⑤） 約 9.1×10－１ 約 9.6×10－２ 

合計（①＋②＋③＋④＋⑤） 約 1.8 約 1.6 

 

 

 

 

（単位：mSv） 
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第 5-2 表 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価結果の内訳 

 

 
実効線量（mSv） 

原子炉冷却材喪失 主蒸気管破断 

外部被ばく 内部被ばく 
実効線量の

合計値 
外部被ばく 内部被ばく 

実効線量の

合計値 

室
内
作
業
時 

①原子炉建物内の放射性物質からのガンマ

線による被ばく 
約 6.6×10－１ ― 約 6.6×10－１ 約 1.3×10－４ ― 約 1.3×10－４ 

②大気中へ放出された放射性物質のガンマ

線による被ばく 
約 2.4×10－２ ― 約 2.4×10－２ 約 9.2×10－３ ― 約 9.2×10－３ 

③室内に外気から取り込まれた放射性物質

による被ばく 
約 1.1×10－２ 約 1.9×10－１ 約 2.0×10－１ 約 3.9×10－２ 約 1.4×10０ 約 1.5×10０ 

小計（①＋②＋③） 約 7.0×10－１ 約 1.9×10－１ 約 8.9×10－１ 約 4.9×10－２ 約 1.4×10０ 約 1.5×10０ 

入
退
域
時 

④原子炉建物内の放射性物質からのガンマ

線による被ばく 
約 8.7×10－１ ― 約 8.7×10－１ 約 2.1×10－３ ― 約 2.1×10－３ 

⑤大気中へ放出された放射性物質による被

ばく 
約 1.5×10－２ 約 2.0×10－２ 約 3.5×10－２ 約 3.8×10－３ 約 9.0×10－２ 約 9.4×10－２ 

小計（④＋⑤） 約 8.9×10－１ 約 2.0×10－２ 約 9.1×10－１ 約 5.9×10－３ 約 9.0×10－２ 約 9.6×10－２ 

合計（①＋②＋③＋④＋⑤） 約 1.6×10０ 約 2.1×10－１ 約 1.8 約 5.5×10－２ 約 1.5×10０ 約 1.6 
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第 5-3 表 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく経路イメージ 

 

 

中央制御室内での被ばく

①原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく
（直接及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく）

②大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による被ばく
（クラウドシャインによる外部被ばく）

③外気から中央制御室内へ取り込まれた放射性物質による被ばく
（吸入摂取による内部被ばく、室内に浮遊している放射性物質による外部被ばく）

入退域での被ばく

④原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく
（直接及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく）

⑤大気中へ放出された放射性物質による被ばく
（クラウドシャインによる外部被ばく、吸入摂取による内部被ばく）
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第 5-4 表 中央制御室の居住性（設計基準事故：原子炉冷却材喪失）に係る被ばく評価の主要条件 

大項目 中項目 主要条件 

原子炉格納容器に放

出される核分裂生成

物量 

炉心熱出力 
定格熱出力の約 105% 

(熱出力 3,440MW) 

原子炉運転時間 2000 日 

格納容器に放出される核分裂生

成物割合 

希ガス：100% 

よう素：50% 

原子炉格納容器内で

の低減効果 

原子炉格納容器への無機よう素

の沈着割合 
50% 

格納容器スプレイ等による無機

よう素に対する除去効果 

分配係数（気相濃度と液相濃度

の比）：100 

環境への放出 

原子炉格納容器からの漏えい率 0.5%/day 

非常用ガス再循環系及び非常用

ガス処理系のよう素除去効果 

再循環：80% 

外部放出：90% 

大気拡散 

気象資料 2005 年 4 月～2006 年 3 月 

実効放出継続時間 
希ガス：24 時間 

よう素：24 時間 

累積出現頻度 小さい方から 97% 

着目方位 1 方位 

運転員の被ばく評価 

中央制御室換気設備 

起動時間遅れ：15min 

閉回路循環運転(27h)，外気取入

運転(3h)の交互運転 

中央制御室非常時際循環処理装

置よう素除去効率 
90% 

中央制御室への空気流入量 1.0 回／h 

交代要員体制への考慮 
5 直 2 交代をベースに滞在時間，

入退域回数を設定 

直接線，スカイシャイン線評価

コード 
QAD-CGGP2R,ANISN, G33-GP2R 

評価期間 30 日間 
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第 5-5 表 中央制御室の居住性（設計基準事故：主蒸気管破断）に係る被ばく評価の主要条件 

大項目 中項目 主要条件 

原子炉格納容器に放

出される核分裂生成

物量 

炉心熱出力 
定格熱出力の約 105% 

(熱出力 3,440MW) 

原子炉運転時間 2000 日 

事象発生前の原子炉冷却材中の

放射性物質濃度 

I-131 を 4.6×10３Bq／g としその組成を拡散組成

とする。蒸気相中のハロゲン濃度は，液相の濃度

の 1／50 とする 

燃料棒から追加放出される核分

裂生成物の量 

I-131 は 4.44×10１４Bq とし，その他の放射性物質

はその組成を平衡組成として求める 

希ガスについてはよう素の 2 倍とする 

主蒸気隔離弁からの

放出 

主蒸気隔離弁閉止前の破断口か

らの放出 

原子炉圧力の低下割合に比例するとし，追加放出

された放射性物質の約 1％が破断口から放出され

る 

追加される核分裂生成物のうち

主蒸気隔離弁閉止後の破断口か

らの放出 

主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの核分裂生成物

の追加放出は，主蒸気隔離弁閉止直後に，これら

すべての核分裂生成物が瞬時に原子炉冷却材中へ

放出される 

主蒸気隔離弁から建物内への漏

えい 
120％／d 

大気拡散 

気象資料 2005 年 4 月～2006 年 3 月 

実効放出継続時間 
希ガス：1 時間 

よう素：20 時間 

累積出現頻度 小さい方から 97% 

着目方位 
中央制御室内：9 方位 

入退域時：9 方位 

運転員の被ばく評価 

交代要員体制への考慮 5 直 2 交代をベースに滞在時間，入退域回数を設定 

直接線，スカイシャイン線評価

コード 
QAD-CGGP2R,ANISN, G33-GP2R 

評価期間 30 日間 
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添付資料 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価について 

 

1 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価条件表 

  

中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価の評価条件について，

以下の第 1-1 表～第 1-12 表に示す。 

 

第 1-1 表  大気中への放出量評価条件【原子炉冷却材喪失】 

第 1-2 表  大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】 

第 1-3 表  大気中への放出放射能量評価結果（30 日積算） 

第 1-4 表  大気拡散条件 

第 1-5 表  相対濃度及び相対線量【原子炉冷却材喪失】 

第 1-6 表  相対濃度及び相対線量【主蒸気管破断】 

第 1-7 表  直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件 

【原子炉冷却材喪失】 

第 1-8 表  直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件 

【主蒸気管破断】 

第 1-9 表  直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いる原子 

炉建屋内の積算線源強度（30 日積算） 

第 1-10 表 中央制御室換気設備条件 

第 1-11 表 運転員交替考慮条件 

第 1-12 表 線量換算係数及び呼吸率の条件 
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第 1-1 表 大気中への放出量評価条件【原子炉冷却材喪失】(1／3) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

評価事象 原子炉冷却材喪失 

（仮想事故相当） 

被ばく評価手法（内規）

に示されたとおり設定 

4.1 原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を対象

とする。原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断は，

一方の事故で包絡できる場合は，いずれかで代表

してもよい。 

炉心熱出力 定格出力の約 105％ 

（熱出力 3,440MW） 

定格値に余裕（+5％）を

考慮した値を設定 

4.1.1(1) 原子炉は，定格出力に余裕を見た出力

で十分長時間運転していたとする。 

原子炉運転時間 2,000 日 5 サイクル運転を考慮し

た最大運転期間を設定 

同上 

サイクル数（バ

ッチ数） 

5 運転サイクルを想定 同上 

原子炉格納容器

に放出される核

分裂生成物量 

希ガス：100％ 

よう素： 50％ 

被ばく評価手法（内規）

に示されたとおり設定 

4.1.1(2)b) 事象発生後，原子炉格納容器内に放

出される放射性物質の量は，炉心内蓄積量に対し

て希ガス 100％，よう素 50％の割合とする。 

よう素の形態 無機（元素状）よう素：90％

有機よう素：10％ 

同上 4.1.1(2)c) 原子炉格納容器内に放出されたよう

素のうち，有機よう素は 10％とし，残りの 90％

は無機よう素とする。 

原子炉格納容器

等への無機（元

素状）よう素の

沈着効果 

50％が沈着 同上 4.1.1(2)d) 原子炉格納容器内に放出されたよう

素のうち，無機よう素は，50％が原子炉格納容器

内及び同容器内の機器等に沈着し，原子炉格納容

器からの漏えいに寄与しないとする。有機よう素

及び希ガスは，この効果を無視する。 
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第 1-1 表 大気中への放出量評価条件【原子炉冷却材喪失】(2/3) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

サプレッション

プール水に無機

よう素が溶解す

る割合 

分配係数：100 被ばく評価手法（内規）

に示されたとおり設定 

4.1.1(2)e) サプレッションプール水に無機よう

素が溶解する割合は，分配係数で 100 とする。有

機よう素及び希ガスは，この効果を無視する。 

 

原子炉格納容器

からの漏えい率 

0.5％／日 格納容器内の圧力に対

応した漏えい率に余裕

を見込んで設定 

4.1.1(2)f) 原子炉格納容器からの漏えいは，原

子炉格納容器の設計漏えい率及び原子炉格納容

器内の圧力に対応した漏えい率に余裕を見込ん

だ値とする。 

非常用ガス処理

系等の起動時間 

事故後瞬時に起動 ＬＯＣＡ信号により瞬

時起動を想定しており，

通常運転中も原子炉建

屋原子炉棟は負圧を維

持しているため事故後

瞬時に起動すると設定 

4.1.1(2)g) 原子炉建屋の非常用換気系等（フィ

ルタを含む）は，起動するまでの十分な時間的余

裕を見込む。 

非常用ガス処理

系等の容量 

非常用ガス再循環系： 

4.8 回／日 

非常用ガス処理系： 

1 回／日 

被ばく評価手法（内規）

に示されたとおり設定 

4.1.1(2)g) 非常用換気系等の容量は，設計で定

められた値とする。 
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第 1-1 表 大気中への放出量評価条件【原子炉冷却材喪失】(3/3) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

非常用ガス再循

環系等のフィル

タ除去効率 

非常用ガス再循環系 

（再循環）：80％ 

非常用ガス処理系 

（外部放出）：90％ 

被ばく評価手法（内規）

に示されたとおり設定 

4.1.1(2)g) フィルタのよう素除去効率は設計値

に余裕を見込んだ値とする。 

ECCS 再循環系か

らの漏えい率 

ECCS により格納容器外へ

導かれたサプレッション・

チェンバのプール水の漏え

いによる核分裂生成物の放

出量の評価は省略する。 

ECCS からの漏えいによ

る放出量は，格納容器内

気相部からの漏えいに

よる放出量に比べて十

分に小さく，有意な寄与

はないため 

4.1.1(2)h) ECCS が再循環モードで運転され，原

子炉格納容器内の水が原子炉格納容器外に導か

れる場合には，原子炉格納容器外において設計漏

えい率に余裕を見込んだ漏えい率での再循環水

の漏えいがあると仮定する。 

放出経路 排気筒放出 被ばく評価手法（内規）

に示されたとおり設定 

4.1.1(2)i) 原子炉格納容器から原子炉建屋内に

漏えいした放射性物質は，原子炉建屋内非常用ガ

ス処理系で処理された後，排気筒を経由して環境

に放出されるとする。 

事故の評価期間 30 日間 同上 解説3.2 評価期間は，事故発生後30日間とする。
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第 1-2 表 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】(1/4) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

評価事象 主蒸気管破断 

（仮想事故相当） 

被ばく評価手法（内

規）に示されたとお

り設定 

4.1 原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を対象とす

る。原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断は，一方の

事故で包絡できる場合は，いずれかで代表してもよ

い。 

炉心熱出力 定格出力の約 105％ 

（熱出力 3,440MW） 

定格値に余裕（+5％）

を考慮した値を設定 

4.1.2(1) 原子炉は，定格出力に余裕を見た出力で十

分長時間運転していたとする。 

原子炉運転時

間 

2,000 日 5 サイクル運転を考

慮した最大運転期間

を設定 

同上 

サイクル数（バ

ッチ数） 

5 運転サイクルを想定 同上 

冷却材中に含

まれるハロゲ

ン等の濃度 

冷却材中の濃度（I-131）：

4.6×10３Bq／g 

その組成は拡散組成とす

る。蒸気相中のハロゲン濃

度は，液相の濃度の 1／50

とする。 

 

 

 

 

被ばく評価手法（内

規）に示されたとお

り設定 

4.1.2(7)b) 事象発生前の原子炉冷却材中の放射性

物質の濃度は，運転上許容されるＩ-131 の最大濃度

に相当する濃度とし，その組成は拡散組成とする。

蒸気相中のハロゲン濃度は，液相の濃度の 1／50 と

する。 
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第 1-2 表 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】(2/4) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

燃料棒からの

追加放出量 

燃料棒からの追加放出量

（I-131）：4.44×10１４Bq 

その他の放射性物質はその

組成を平衡組成として求め

る。希ガスはよう素の 2 倍

の放出量とする。 

被ばく評価手法（内

規）に示されたとお

り設定 

4.1.2(7)c）原子炉圧力の減少に伴う燃料棒からの追

加放出量を，I-131 は先行炉等での実測データに基づ

く値に安全余裕を見込んだ値とし，その他の放射性

物質はその組成を平衡組成として求める。希ガスは

よう素の 2倍の放出量とする。 

主蒸気隔離弁

閉止前の燃料

棒からの追加

放出割合 

原子炉圧力の低下割合に比

例するとし，追加放出され

た放射性物質の約 1％が破

断口から放出される。 

同上 4.1.2(7)d）主蒸気隔離弁閉止前の燃料棒からの放射

性物質の追加放出割合は，主蒸気隔離弁閉止前の原

子炉圧力の低下割合に比例するとし，追加放出され

た放射性物質の約 1％が破断口から放出する。 

主蒸気隔離弁

閉止後の燃料

棒からの追加

放出 

主蒸気隔離弁閉止後の燃料

棒からの核分裂生成物の追

加放出は，主蒸気隔離弁閉

止直後に，これらすべての

核分裂生成物が瞬時に原子

炉冷却材中へ放出される。

 

 

 

同上 4.1.2(7)e）主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの放射

性物質の追加放出は，主蒸気隔離弁閉止直後に，こ

れらすべての放射性物質が瞬時に原子炉冷却材中へ

放出する。 
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第 1-2 表 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】(3/4) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

よう素及び希

ガスの気相部

への移行割合 

燃料棒から放出されたよう

素  有機よう素：10％ 

無機よう素：90％ 

有機よう素は原子炉圧力容

器内で分解により 1／10 程

度に減少するので，気相部

へは 1％の有機よう素が瞬

時に移行する。残りのよう

素及びその他のハロゲン等

が気相部にキャリーオーバ

ーする割合は，2％とする。

希ガスは，すべて瞬時に気

相部に移行する。 

同上 4.1.2(7)f）燃料棒から放出されたよう素のうち，有

機よう素は 10％とし，残りの 90％は無機よう素とす

る。有機よう素のうち 10％は瞬時に気相部に移行す

る。残りのよう素及びその他のハロゲンが気相部に

キャリーオーバーされる割合は，2％とする。希ガス

は，すべて瞬時に気相部に移行する。 

主蒸気隔離弁

閉止前及び閉

止後の大気中

への放出想定 

隔離弁閉止前：放出された

原子炉冷却材は，完全蒸発

し，同時に放出された放射

性物質を均一に含む蒸気雲

になるとする。 

隔離弁閉止後：放出された

放射性物質は，大気中に地

上放散する。 

同上 4.1.2(7)g）主蒸気隔離弁閉止前に放出された原子炉

冷却材は，完全蒸発し，同時に放出された放射性物

質を均一に含む蒸気雲になるとする。隔離弁閉止後

に放出された放射性物質は，大気中に地上放散する。
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第 1-2 表 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】(4/4) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

主蒸気管から

の漏えい率 

120％／日 

（主蒸気隔離弁は，1 個が

閉止しないものとして，設

計値に余裕を見込んだ値と

し，漏えい率は一定とす

る。） 

被ばく評価手法（内

規）に示されたとお

り設定 

4.1.2(7)h）主蒸気隔離弁は，1 個が閉止しないとす

る。閉止した隔離弁からは，蒸気が漏えいする。閉

止した主蒸気隔離弁の漏えい率は設計値に余裕を見

込んだ値とし，この漏えい率は一定とする。 

事故の評価期間 30 日間 同上 解説 3.2 評価期間は，事故発生後 30 日間とする。 
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第 1-3 表 大気中への放出放射能量評価結果（30 日積算） 

評価項目 評価結果(Bq) 

原子炉 

冷却材喪失 

希ガス 

（ガンマ線エネルギ 0.5MeV 換算） 約 2.8×10１６ 

よう素 

（I-131 等価量（成人実効線量係数換

算）） 

約 2.5×10１４ 

主蒸気管 

破断 

希ガス及びハロゲン等 

（ガンマ線エネルギ

0.5MeV 換算） 

隔離弁 

閉止前 
約 6.1×10１３ 

隔離弁 

閉止後 
約 1.2×10１４ 

よう素 

（I-131 等価量（成人実

効線量係数換算）） 

隔離弁 

閉止前 
約 1.4×10１２ 

隔離弁 

閉止後 
約 2.5×10１２ 
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第 1-4 表 大気拡散条件(1/6) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

大気拡散評

価モデル 

ガウスプルームモデル 被ばく評価手法（内規）に示さ

れたとおり設定 

5.1.1(1)a)1) 放射性物質の空気中濃度は，

放出源高さ，風向，風速，大気安定度に応

じて，空間濃度分布が水平方向，鉛直方向

ともに正規分布になると仮定した次のガウ

スプル－ムモデルを適用して計算する。 

気象資料 東海第二発電所における 1

年間の気象資料 

（2005 年 4 月～2006 年 3

月） 

 

 

【原子炉冷却材喪失】 

建屋影響を受けない大気拡散

評価を行うため排気筒風（標高

約 148m（地上高約 140m））の気

象データを使用 

【主蒸気管破断】 

建屋影響を受ける大気拡散評

価を行うため保守的に地上風

（標高約 18m(地上高約 10m)の

気象データを使用。 

 

被ばく評価手法（内規）に示さ

れたとおり発電所において観

測された１年間の気象資料を

使用（補足説明資料 1-2 参照） 

【原子炉冷却材喪失】 

5.1.1(1)c）風向，風速，大気安定度等の観

測項目を，現地において少なくとも 1 年間

観測して得られた気象資料を拡散式に用い

る。放出源の高さにおける気象データが得

られている場合にはそれを活用してよい。

【主蒸気管破断】 

5.1.1(1) 風向，風速，大気安定度等の観測

項目を，現地において少なくとも 1 年間観

測して得られた気象資料を拡散式に用い

る。 

5.1.1(2) 建屋影響は，放出源高さから地上

高さに渡る気象条件の影響を受けるため，

地上高さに相当する比較的低風速の気象デ

ータ（地上 10m 高さで測定）を採用するの

は保守的かつ適切である。 
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第 1-4 表 大気拡散条件(2/6) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

実効放出継

続時間 

【原子炉冷却材喪失】 

希ガス  ：24 時間 

よう素  ：24 時間 

【主蒸気管破断】 

希ガス等：1時間 

よう素  ：20 時間 

被ばく評価手法（内規）に示さ

れたとおり設定。 

ただし，24 時間を超えた場合は

保守的に 24 時間とする。 

解説 5.13 (3) 実効放出継続時間(T)は，想

定事故の種類によって放出率に変化がある

ので，放出モードを考慮して適切に定めな

ければならないが，事故期間中の放射性物

質の全放出量を 1 時間当たりの最大放出量

で除した値を用いることも一つの方法であ

る。 

放出源及び

放出源高さ 

【原子炉冷却材喪失】 

排気筒：95m（有効高さ） 

【主蒸気管破断】 

地上：0m 

【原子炉冷却材喪失】 

排気筒放出を想定した風洞実

験結果から保守的に最小の有

効高さを設定。 

【主蒸気管破断】 

地上放出と想定して設定。 

 

【原子炉冷却材喪失】 

4.1.1(2)i) 原子炉格納容器から原子炉建

屋内に漏えいした放射性物質は，原子炉建

屋内非常用ガス処理系で処理された後，排

気筒を経由して環境に放出されるとする。

【主蒸気管破断】 

4.1.2(7)g) 主蒸気隔離弁閉止前に放出さ

れた原子炉冷却材は，完全蒸発し，同時に

放出された放射性物質を均一に含む蒸気雲

になるとする。隔離弁閉止後に放出された

放射性物質は大気中に地上放散する。 
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第 1-4 表 大気拡散条件(3/6) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

累積出現頻

度 

小さい方から 97％ 被ばく評価手法（内規）に示さ

れたとおり設定。 

 

5.2.1(2) 評価点の相対濃度は，毎時刻の相

対濃度を年間について小さい方から累積し

た場合，その累積出現頻度が 97％に当たる

相対濃度とする。 

建屋の影響 【原子炉冷却材喪失】 

考慮しない。 

【主蒸気管破断】 

考慮する。 

【原子炉冷却材喪失】 

排気筒放出を想定し，建屋の影

響を受けない大気拡散評価を

行うため考慮しない。 

【主蒸気管破断】 

地上放出を想定し，建屋の影響

を受ける大気拡散評価を行う

ため，放出点から近距離の建屋

（原子炉建屋）による巻き込み

現象を考慮する。 

5.1.2(1) 中央制御室のように，事故時の放

射性物質の放出点から比較的近距離の場所

では，建屋の風下側における風の巻き込み

による影響が顕著となると考えられる。そ

のため，放出点と巻き込みを生じる建屋及

び評価点との位置関係によっては，建屋の

影響を考慮して大気拡散の計算をする必要

がある。 
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第 1-4 表 大気拡散条件(4/6) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

巻き込みを

生じる代表

建屋 

【原子炉冷却材喪失】 

考慮しない。 

【主蒸気管破断】 

原子炉建屋 

【原子炉冷却材喪失】 

排気筒放出を想定し，建屋の影

響を受けない大気拡散評価を

行うため考慮しない。 

【主蒸気管破断】 

放出源から最も近く，巻き込み

の影響が最も大きい建屋とし

て，被ばく評価手法（内規）に

示された選定例に基づき選定 

 

5.1.2(3)3) 巻き込みを生じる代表的な建

屋として，表 5.1 に示す建屋を選定するこ

とは適切である。 

表5.1 放射性物質の巻き込みの対象とする

代表建屋の選定例 
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第 1-4 表 大気拡散条件(5/6) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

放射性物質

濃度の評価

点 

【中央制御室内】 

中央制御室中心 

【入退域時】 

建屋入口 

【中央制御室内】 

被ばく評価手法（内規）に示さ

れたとおり設定 

【入退域時】 

被ばく評価手法（内規）に示さ

れた方法に基づき設定 

【中央制御室内】 

5.1.2(3)b)1）中央制御室内には，中央制御

室が属する建屋（以下，「当該建屋」）の表

面から，事故時に外気取入を行う場合は主

に給気口を介して，また事故時に外気の取

入れを遮断する場合には流入によって，放

射性物質が侵入するとする。 

5.1.2(3)b)3）建屋の巻き込みの影響を受け

る場合には，中央制御室の属する建屋表面

での濃度は風下距離の依存性は小さくほぼ

一様と考えられるので，評価点は厳密に定

める必要はない。屋上面を代表とする場合，

例えば中央制御室の中心点を評価点とする

のは妥当である。 

【入退域時】 

7.5.1(5)a) 管理建屋の入口を代表評価と

し，入退域ごとに評価点に，15 分間滞在す

るとする。 
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第 1-4 表 大気拡散条件(6/6) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

着目方位 【原子炉冷却材喪失】 

中央制御室内：1方位 

入退域時：1方位 

【主蒸気管破断】 

中央制御室内：9方位 

入退域時：9方位 

被ばく評価手法（内規）に示さ

れた評価方法に基づき設定 

5.1.2(3) 中央制御室の被ばく評価の計算

では，代表建屋の風下後流側での広範囲に

及ぶ乱流混合域が顕著であることから，放

射性物質濃度を計算する当該着目方位とし

ては，放出源と評価点とを結ぶラインが含

まれる１方位のみを対象とするのではな

く，図 5.4 に示すように，代表建屋の後流

側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性の

ある複数の方位を対象とする。 

建屋投影 

面積 

3.0×10３m２ 原子炉建屋の投影断面積 5.1.2(3) 風向に垂直な代表建屋の投影面

積を求め，放射性物質の濃度を求めるため

に大気拡散式の入力とする。 

形状係数 1／2 被ばく評価手法（内規）に示さ

れたとおり設定 

5.1.1(2) 形状係数の値は，特に根拠が示さ

れるもののほかは原則として 1／2 を用い

る。 
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第 1-5 表 相対濃度及び相対線量【原子炉冷却材喪失】 

評価対象 評価点 
相対濃度 

χ／Ｑ（s／m３） 

相対線量 

Ｄ／Ｑ（Gy／Bq） 

室内作業時 
中央制御室 

中心 
1.2×10－６ 4.9×10－２０ 

入退域時 建屋入口 1.2×10－６ 5.0×10－２０ 

 

 

第 1-6 表 相対濃度及び相対線量【主蒸気管破断】 

評価対象 評価点 
相対濃度 

χ／Ｑ（s／m３） 

相対線量 

Ｄ／Ｑ（Gy／Bq） 

室内作業時 
中央制御室 

中心 

8.3×10－４（希ガス） 

4.9×10－４（よう素） 
2.9×10－１８ 

入退域時 建屋入口 
8.2×10－４（希ガス） 

4.9×10－４（よう素） 
2.9×10－１８ 
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第 1-7 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【原子炉冷却材喪失】(1/2) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

線

源

条

件 

原子炉格納容器

に放出される核

分裂生成物 

希ガス：100％ 

よう素：50％ 

被ばく評価手法（内規）に示

されたとおり設定 

 

6.1(1)g) 希ガス及びよう素の原子炉格納容

器内に放出される放射性物質の量の炉心内

蓄積量に対する割合は，希ガス 100％，よう

素 50％とする。 

原子炉建屋内線

源強度分布 

格納容器から原子炉

建屋原子炉棟内に漏

えいした核分裂生成

物が均一に分布 

同上 6.1(3)b) 事故時に炉心から原子炉格納容器

内に放出された放射性物質は，原子炉格納容

器からの漏えいによって原子炉建屋（二次格

納施設）に放出される。この二次格納施設内

の放射性物質をスカイシャインガンマ線及

び直接ガンマ線の線源とする。 

6.1(3)c) 二次格納施設内の放射性物質は自

由空間容積に均一に分布するものとする。 

事故の評価期間 30 日 同上 解説 3.2  評価期間は，事故発生後 30 日間

とする。 
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第 1-7 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【原子炉冷却材喪失】(2/2) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

計

算

モ

デ

ル

条

件 

 

 

原子炉建屋のモ

デル 

原子炉建屋の幾何形

状をモデル化 

 

 

 

 

 

建屋外壁を遮蔽体として考慮 6.2(1) 原子炉施設の建屋内に放出された放

射性物質に起因するスカイシャインガンマ

線による全身に対する線量は，施設の位置，

建屋の配置，形状及び地形条件から計算す

る。 

中央制御室のモ

デル化 

中央制御室の幾何形

状をモデル化 

床，天井，壁を遮蔽体として

考慮 

7.1.2(1)c) 線源から中央制御室に至るまで

の遮へい効果を，構造物の配置，形状及び組

成から計算する。建屋等の構造壁又は天井に

対して，配置，形状及び組成を明らかにして，

遮へい効果を見込んでもよい。 

 

直接線・スカイ

シャイン線評価

コード 

直接線評価： 

ＱＡＤ-ＣＧＧＰ２Ｒ

スカイシャイン線評

価： 

ＡＮＩＳＮ 

Ｇ３３-ＧＰ２Ｒ 

許認可等で使用実績があるコ

ードを使用している 

計算コードについて，記載なし。 
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第 1-8 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【主蒸気管破断】(1/2) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

線

源

条

件 

タービン建屋に

放出される核分

裂生成物 

希ガス及びハロゲン

等 

被ばく評価手法（内規）に示

されたとおり設定 

6.1(2)d) 計算対象とする核種は希ガス及び

ハロゲン等とし，核分裂収率が小さく半減期

の極めて短いもの及びエネルギの小さいも

のは，計算対象としない。 

6.1(2)e) 計算対象とする核種及びタービン

建屋内への放出量の計算条件は，タービン建

屋からの漏えいを無視する以外は，大気中へ

の放出量の計算条件と同じとする。 

タービン建屋内

線源強度分布 

主蒸気隔離弁からタ

ービン建屋内に放出

した核分裂生成物の

全量が均一に分布 

同上 6.1(2)b) 事故時に主蒸気管破断口からター

ビン建屋内に放出された放射性物質は，全量

がタービン建屋から漏えいすることなく，タ

ービン建屋の自由空間容積に均一に分布す

るものとする。このタービン建屋内の放射性

物質を直接ガンマ線及びスカイシャインガ

ンマ線の線源とする。 

事故の評価期間 

 

 

 

 

 

30 日 同上 解説 3.2  評価期間は，事故発生後 30 日間

とする。 
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第 1-8 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【主蒸気管破断】(2/2) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

計

算

モ

デ

ル

条

件 

 

タービン建屋の

モデル 

タービン建屋の幾何

形状をモデル化 

 

 

建屋外壁を遮蔽体として考慮 6.2(1) 原子炉施設の建屋内に放出された放

射性物質に起因するスカイシャインガンマ

線による全身に対する線量は，施設の位置，

建屋の配置，形状及び地形条件から計算す

る。 

中央制御室のモ

デル化 

中央制御室の幾何形

状をモデル化 

床，天井，壁を遮蔽体として

考慮 

7.1.2(1)c) 線源から中央制御室に至るまで

の遮へい効果を，構造物の配置，形状及び組

成から計算する。建屋等の構造壁又は天井に

対して，配置，形状及び組成を明らかにして，

遮へい効果を見込んでもよい。 

直接線・スカイ

シャイン線評価

コード 

直接線評価： 

ＱＡＤ-ＣＧＧＰ２Ｒ

スカイシャイン線評

価： 

ＡＮＩＳＮ 

Ｇ３３-ＧＰ２Ｒ 

許認可等で使用実績があるコ

ードを使用している 

計算コードについて，記載なし。 
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第 1-9 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いる 

原子炉建屋内の積算線源強度（30 日積算） 

 

 

代表エネルギ

（MeV／dis）

エネルギ範囲 

（MeV／dis） 

ガンマ線積算線源強度（Photons） 

原子炉冷却材喪失 主蒸気管破断 

0.01 0.01 ＜ E ≦ 0.01 1.2×10１７ 9.0×10１４ 

0.02 0.01 ＜ E ≦ 0.02 2.3×10１５ 8.0×10１３ 

0.03 0.02 ＜ E ≦ 0.03 7.2×10１７ 3.6×10１５ 

0.045 0.03 ＜ E ≦ 0.045 1.0×10１５ 7.7×10１６ 

0.06 0.045 ＜ E ≦ 0.06 0 0 

0.07 0.06 ＜ E ≦ 0.07 0 0 

0.075 0.07 ＜ E ≦ 0.075 0 0 

0.10 0.075 ＜ E ≦ 0.10 6.2×10２１ 5.6×10１８ 

0.15 0.10 ＜ E ≦ 0.15 4.6×10１７ 6.3×10１６ 

0.20 0.15 ＜ E ≦ 0.20 4.8×10１９ 1.3×10１８ 

0.30 0.20 ＜ E ≦ 0.30 4.9×10２０ 1.1×10１８ 

0.40 0.30 ＜ E ≦ 0.40 1.5×10２０ 2.0×10１８ 

0.45 0.40 ＜ E ≦ 0.45 7.7×10１８ 4.6×10１６ 

0.51 0.45 ＜ E ≦ 0.51 7.8×10１８ 1.2×10１６ 

0.512 0.51 ＜ E ≦ 0.512 7.0×10１７ 5.4×10１５ 

0.60 0.512 ＜ E ≦ 0.60 6.2×10１９ 3.1×10１７ 

0.70 0.60 ＜ E ≦ 0.70 1.8×10２０ 2.4×10１７ 

0.80 0.70 ＜ E ≦ 0.80 1.1×10２０ 2.5×10１７ 

1.0 0.8 ＜ E ≦ 1.0 4.5×10１９ 9.5×10１６ 

1.33 1.0 ＜ E ≦ 1.33 2.2×10１９ 9.3×10１６ 

1.34 1.33 ＜ E ≦ 1.34 4.8×10１６ 4.8×10１４ 

1.5 1.34 ＜ E ≦ 1.5 1.5×10１９ 1.8×10１６ 

1.66 1.5 ＜ E ≦ 1.66 5.5×10１８ 3.0×10１６ 

2.0 1.66 ＜ E ≦ 2.0 4.5×10１８ 2.8×10１６ 

2.5 2.0 ＜ E ≦ 2.5 2.6×10１９ 1.2×10１７ 

3.0 2.5 ＜ E ≦ 3.0 1.1×10１８ 8.9×10１５ 

3.5 3.0 ＜ E ≦ 3.5 2.9×10１５ 3.7×10１４ 

4.0 3.5 ＜ E ≦ 4.0 0 8.2×10１３ 

4.5 4.0 ＜ E ≦ 4.5 0 3.1×10１２ 

5.0 4.5 ＜ E ≦ 5.0 0 0 

5.5 5.0 ＜ E ≦ 5.5 0 0 

6.0 5.5 ＜ E ≦ 6.0 0 0 

6.5 6.0 ＜ E ≦ 6.5 0 0 

7.0 6.5 ＜ E ≦ 7.0 0 0 

7.5 7.0 ＜ E ≦ 7.5 0 0 

8.0 7.5 ＜ E ≦ 8.0 0 0 

10.0 8.0 ＜ E ≦ 10.0 0 0 

12.0 10.0 ＜ E ≦ 12.0 0 0 

14.0 12.0 ＜ E ≦ 14.0 0 0 

20.0 14.0 ＜ E ≦ 20.0 0 0 

30.0 20.0 ＜ E ≦ 30.0 0 0 

50.0 30.0 ＜ E ≦ 50.0 0 0 
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第 1-10 表 中央制御室換気設備条件(1/2) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

事故時における

外気取り込み 

外気間欠取込循環運

転（循環運転と外気

取入を交互に行う。）

閉回路循環運転 

：27 時間 

外気取入循環運転 

：3時間 

閉回路循環運転時に保守的

にインリークがないと想定

した場合の室内の二酸化炭

素濃度を考慮し設定 

7.3.2（1）建屋の表面空気中から，次の a）及び b）

の経路で放射性物質が外気から取り込まれること

を想定する。 

a)中央制御室の非常用換気空調によって室内に取

入れること 

b)中央制御室内に直接，流入すること 

中央制御室換気

設備処理空間容

積 

2.8×10３m３ 設計値 7.3.2（7）a）中央制御室内への取り込み空気放射

能濃度に基づき，空調システムの設計に従って中

央制御室内の放射能濃度を求める。 

外部γ線による

全身に対する線

量評価時の自由

体積 

2.8×10３m３ 同上 7.3.4（3）ガンマ線による被ばく計算では，中央

制御室と異なる階層部分のエンベロープについ

て，階層間の天井等による遮へいがあるので，中

央制御室の容積から除外してもよい。 

中央制御室換気

設備フィルタ流

量 

通常時：0m３／h 

事故時：5,100m３／h

同上 7.3.2（7）a）中央制御室内への取り込み空気放射

能濃度に基づき，空調システムの設計に従って中

央制御室内の放射能濃度を求める。 

 
  

33



 

 

2
6
条
-
別
添
2
-
添
1
-
2
3
 

第 1-10 表 中央制御室換気設備条件(2/2) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

中央制御室非常

用循環設備よう

素フィルタによ

る除去効率 

90％ 設計値（除去効率 97％）に

余裕を考慮した値（設計上は

97％以上） 

4.2.1(2) フィルタのよう素除去効率は設計値に

余裕を見込んだ値とする。 

事故時運転モー

ドへの切替時間 

15 分 手動での隔離に要する時間

と運転員が事故を検知し操

作を開始するまでの値 

7.3.2(6) 中央制御室の自動隔離を期待する場合

には，その起動信号を明確にするとともに隔離に

要する時間を見込む。また，隔離のために手動操

作が必要な場合には，隔離に要する時間に加えて

運転員が事故を検知してから操作を開始するまで

10 分以上の時間的余裕を見込んで計算する。 

空気流入率 1 回／h 空気流入率測定試験結果

（0.45 回／h）を基に余裕を

見込んだ値として設定（補足

説明資料 1-3 参照） 

7.3(1) なお，中央制御室の空気流入率について

は，「原子力発電所の中央制御室の空気流入率測定

試験手法」に従うこと。 
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第 1-11 表 運転員交替考慮条件 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

中央制御室滞在期間 196 時間 運転員の勤務体系として 5 直 2

交替を考慮し，30 日間で滞在時

間が最大となる運転直を想定し

設定 

7.1.1(1) 中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤

務状態に即して計算し，30 日間の積算線量を滞在

期間の割合で配分する。 

入退域回数 32 回 

（15 分／回）

運転員の勤務体系として 5 直 2

交替を考慮し，30 日間で滞在時

間が最大となる運転班を想定し

設定 

7.4.1(1) 入退域での所要時間を，運転員の勤務状

態に即して計算し，30 日間の積算線量を所要時間

の割合で配分する。 

7.5.1(5)a) 管理建屋の入口を代表評価とし，入退

域ごとに評価点に，15 分間滞在するとする。 
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第 1-12 表 線量換算係数及び呼吸率の条件 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

線量換算係数 よう素の吸入摂取に対し

て，成人実効線量換算係数

を使用 

I-131：2.0×10-8  Sv／Bq

I-132：3.1×10-10 Sv／Bq 

I-133：4.0×10-9  Sv／Bq

I-134：1.5×10-10 Sv／Bq 

I-135：9.2×10-10 Sv／Bq 

ICRP Publication 71 に

基づく 

線量換算係数について，記載なし。 

呼吸率 1.2m３／h 成人活動時の呼吸率を設

定（ICRP Publication 71

に基づく） 

7.3.3(4) 吸入摂取による運転員の内部被ば

く線量は，次のとおり計算する。 

T

0 11 dt)t(CRHH  

R：呼吸率（成人活動時） 

H∞：よう素(I-131)吸入摂取時の成人の実効

線量への換算係数(Sv／Bq) 

Cl(t)：時刻 t における中央制御室内の放射

能濃度(I-131 等価量) (Bq／m３) 

T：計算期間(30 日間) 
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2  居住性評価に用いた気象資料の代表性について 

 

1．はじめに 

新規制基準適合性に係る設置変更許可申請に当たっては，東海第二発電所

敷地内で 2005 年度に観測された風向，風速等を用いて線量評価を行っている。

本補足資料では，2005 年度の気象データを用いて線量評価することの妥当性

について説明する。 

 

2．設置変更許可申請において 2005 年度の気象データを用いた理由 

線量評価には「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（以下，気

象指針という。）に基づき統計処理された気象データを用いる。また，気象デ

ータのほかに放射性物質の放出量，排気筒高さ等のプラントデータ，評価点

までの距離，排気筒有効高さ（風洞実験結果）等のデータが必要となる。 

設置変更許可申請における線量評価については， 敷地の気象の代表性が確

認された 2005 年度の気象データを用いた風洞実験結果※を用いている。 

※：風洞実験は平常時，事故時の放出源高さで平地実験，模型実験を行い排

気筒の有効高さを求めている。平常時の放出源高さの設定に当たっては，

吹上げ高さを考慮しており，吹上げ高さの計算に 2005 年度の気象データ

（風向別風速逆数の平均）を用いている。 

 

3．2005 年度の気象データを用いて線量評価することの妥当性 

線量評価に用いる気象データについては，気象指針に従い統計処理された 1

年間の気象データを使用している。気象指針（参考参照）では，その年の気

象がとくに異常であるか否かを最寄の気象官署の気象資料を用いて調査する

ことが望ましいとしている。 

37



26 条-別添 2-添 2-2 

 以上のことから，2005 年度の気象データを用いることの妥当性を最新の気

象データと比較し，以下の(1)(2)について確認する。 

(1) 想定事故時の線量計算に用いる相対濃度 

(2) 異常年検定 

 

4．想定事故時の線量計算に用いる相対濃度と異常年検定の評価結果 

（1）想定事故時の線量計算に用いる相対濃度の最新の気象との比較 

想定事故時の線量計算に用いる相対濃度について，線量評価に用いる気

象（2005 年度）と最新の気象（2015 年度）との比較を行った。その結果，

2005 年度気象での相対濃度※は 2.01×10－６s／m３，2015 年度気象では 2.04

×10－６s／m３である。2005 年度に対し 2015 年度の相対濃度は約 1％の増加

（気象指針に記載の相対濃度の年変動の範囲 30％以内）であり，2005 年度

の気象データに特異性はない。 

※：排気筒放出における各方位の 1 時間毎の気象データを用いた年間の相

対濃度を小さい方から累積し，その累積頻度が 97％に当たる相対濃度

を算出し，各方位の最大値を比較 

（2）異常年検定 

a．検定に用いた観測記録 

検定に用いた観測記録は第 2-1 表のとおりである。 

なお，参考として，最寄の気象官署（水戸地方気象台，小名浜特別地域

気象観測所）の観測記録についても使用した。 
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第 2-1 表 検定に用いた観測記録 

検定年 統計年※1 観測地点※2 

2005 年度： 
2005 年 4
月 
～ 

2006 年 3
月 

① 2001 年 4 月～2013 年 3 月 
（申請時最新 10 年の気象データ） 

・敷地内観測地点 
（地上高
10m,81m,140m） 

② 2004 年 4 月～2016 年 3 月 
（最新 10 年の気象データ） 

・敷地内観測地点 
（地上高
10m,81m,140m） 
 
＜参考＞ 
・水戸地方気象台 
・小名浜特別地域気象
観測所 

※1：2006 年度は気象データの欠測率が高いため統計年から除外 

※2：敷地内観測地点地上 81m は東海発電所の排気筒付近のデータであるが，

気象の特異性を確認するため評価 

b．検定方法 

不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手順により異常年検定を行っ

た。 

c．検定結果（①～⑯ 棄却検定表参照） 

検定結果は第 2-2 表のとおりであり，最新の気象データ（2004 年 4 月～

2016 年 3 月）を用いた場合でも，有意水準（危険率）5％での棄却数は少

なく，有意な増加はない。また，最寄の気象官署の気象データにおいても，

有意水準（危険率）5％での棄却数は少なく，2005 年度の気象データは異

常年とは判断されない。 
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第 2-2 表 検定結果 

検定年 統計年※1

棄却数 

敷地内観測地点 参 考 

地上高

10m 

地上高 

81m※2 

地上高 

140m 

水戸地方

気象台 

小名浜特

別地域気

象観測所

2005 年度 

①  1 個 0 個 3 個 － － 

②  3 個 1 個 4 個 1 個 3 個 

※1：①：2001 年 4 月～2013 年 3 月（申請時最新 10 年の気象データ） 

②：2004 年 4 月～2016 年 3 月（最新 10 年の気象データ） 

2006 年度は気象データの欠測率が高いため統計年から除外 

※2：敷地内観測地点地上 81m は東海発電所の排気筒付近のデータであるが，

気象の特異性を確認するため評価 

 

5．異常年検定による棄却項目の線量評価に与える影響 

  異常年検定については，風向別出現頻度 17 項目，風速階級別出現頻度 10

項目についてそれぞれ検定を行っている。 

線量評価に用いる気象（2005 年度）を最新の気象データ（2004 年 4 月～2016

年 3 月）にて検定した結果，最大の棄却数は地上高 140m の観測地点で 27 項

目中 4 個であった。棄却された項目について着目すると，棄却された項目は

全て風向別出現頻度であり，その方位はＥＮＥ，Ｅ，ＥＳＥ，ＳＳＷである。 

  ここで，最新の気象データを用いた場合の線量評価への影響を確認するた

め，棄却された各風向の相対濃度について，2005 年度と 2015 年度を第 2-3

表のとおり比較した。 
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  ＥＮＥ，Ｅ，ＥＳＥについては 2005 年度に対し 2015 年度は 0.5～0.9 倍程

度の相対濃度となり，2005 年度での評価は保守的な評価となっており，線量

評価結果への影響を与えない。なお，ＳＳＷについては 2005 年度に対し 2015

年度は約 1.1 倍の相対濃度とほぼ同等であり，また，ＳＳＷは頻度が比較的

低く相対濃度の最大方位とはならないため線量評価への影響はない。  

 

第 2-3 表 棄却された各風向の相対濃度の比較結果 

風向 
相対濃度※（s／m３）

（2005 年度）：Ａ 

相対濃度※（s／m３） 

（2015 年度）：Ｂ 
比（Ｂ／Ａ） 

ＥＮＥ 1.456×10－６ 1.258×10－６ 0.864 

Ｅ 1.982×10－６ 1.010×10－６ 0.510 

ＥＳＥ 1.810×10－６ 1.062×10－６ 0.587 

ＳＳＷ 1.265×10－６ 1.421×10－６ 1.123 

  ※：燃料集合体落下事故を想定した排気筒放出における，各方位の 1 時

間毎の気象データを用いた年間の相対濃度を小さい方から累積し，

その累積頻度が 97％に当たる相対濃度を算出 

 

6．結 論 

  2005 年度の気象データを用いることの妥当性を最新の気象データとの比

較により評価した結果は以下のとおり。 

（1）想定事故時の線量計算に用いる相対濃度について，線量評価に用いる気象

（2005 年度）と最新の気象（2015 年度）での計算結果について比較を行っ

た結果，気象指針に記載されている相対濃度の年変動（30％以内）の範囲に

収まり，2005 年度の気象データに特異性はない。 

（2）2005 年度の気象データについて申請時の最新気象データ（2001 年 4 月～
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2013 年 3 月）及び最新気象データ（2004 年 4 月～2016 年 3 月）で異常年検

定を行った結果，棄却数は少なく，有意な増加はない。また，気象指針にて

調査することが推奨されている最寄の気象官署の気象データにおいても，

2005 年度の気象データは棄却数は少なく，異常年とは判断されない。 

（3）異常年検定にて棄却された風向の相対濃度については，最新気象データと

比べて保守的，あるいは，ほぼ同等となっており，線量評価結果への影響を

与えない。 

以上より，2005 年度の気象データを線量評価に用いることは妥当である。 
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（参考） 

 

「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」の解説 X.での記載 

 

1．気象現象の年変動 

気象現象は，ほぼ1年周期でくり返されているが，年による変動も存

在する。このため，想定事故時の線量計算に用いる相対濃度についてそ

の年変動を比較的長期にわたって調査してみると，相対濃度の平均値に

対する各年の相対濃度の偏差の比は，30％以内であった。 

このことから，1年間の気象資料にもとづく解析結果は，気象現象の

年変動に伴って変動するものの，その程度はさほど大きくないので，ま

ず，1年間の気象資料を用いて解析することとした。 

その場合には，その年がとくに異常な年であるか否かを最寄の気象官

署の気象資料を用いて調査することが望ましい。また，2 年以上の気象

資料が存在する場合には，これを有効に利用することが望ましい。 
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別 紙 

気象資料及び評価距離の変更に伴う線量評価の変更について 

 

新規制基準適合性に係る設置変更許可申請に係る線量評価においては，東

海第二発電所敷地内で観測された 1981 年度の気象観測データから代表性が

確認された 2005 年度の気象観測データへ変更している。また，周辺監視区域

境界の一部を変更している。 

上記の変更に伴う「平常運転時における一般公衆の受ける線量評価（補足

1 参照）」及び「設計基準事故時の線量評価（補足 2 参照）」の変更について

確認した。主な線量評価結果の変更の状況をまとめて第 1 表及び第 2 表に示

す。 

 

第 1 表 平常運転時における一般公衆の受ける線量評価について 

（μSv／y）  

 

 

 

 

 

第 2 表 設計基準事故時の線量評価について 

（mSv） 

 

 
1981 年度 

（現行設置許可） 

2005 年度 

（新規制基準に係る

変更申請） 

希ガス 3.3 2.8 

よう素 5.2 5.2 

液体廃棄物 0.4 0.4 

合 計 9.0 8.4 

 
1981 年度 

（現行設置許可） 

2005 年度 

（新規制基準に係る

変更申請） 

放射性気体廃棄物処理施設の破損 6.7×10－２ 5.3×10－２ 

主蒸気管破断 1.8×10－１ 1.8×10－１ 

燃料集合体の落下 2.1×10－２ 1.8×10－２ 

原子炉冷却材喪失 2.7×10－４ 2.7×10－４ 

制御棒落下 4.0×10－３ 3.2×10－３ 
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補足1 

気象資料の変更等に伴う 

平常運転時における一般公衆の受ける線量評価の変更について 

 

1．概要 

東海第二発電所の平常運転時における環境への放射性物質の放出に伴う一般公

衆の受ける線量が，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標に関する指針」に定

める線量目標値（50μSv／y）を満足することを確認するために，線量評価を行っ

た。 

今回の申請における主な変更点は，気象資料の変更及び周辺監視区域境界の一

部変更に伴う線量評価の変更である。 

放射性物質の環境への放出量及び一般公衆の受ける線量の計算は，「発電用軽水

型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」（以下，「線量評価指針」とい

う。）及び「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に従って行った。な

お，今回の申請に伴う放出量の変更ない。 

 

2．気体廃棄物の年間放出量 

（1）放出量の計算方法 

気体廃棄物の年間放出量は，原子炉施設の稼働率を 80％，炉心燃料から冷却

材への全希ガス漏えい率(以下，「全希ガス漏えい率」という。)ｆについて，年

間平均を想定した 30 分減衰換算値で 1.11×10１０Bq／s とし，放出経路ごとに

「線量評価指針」に従い以下により計算している。(以下の計算では，全希ガス

漏えい率を無次元の値として用いる。) 
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a. 蒸気式空気抽出器排ガス中の希ガス及びよう素 

（a）復水器から蒸気式空気抽出器排ガス(以下，「空気抽出器」という。)に移行

する希ガス及びよう素の割合はそれぞれ 100％及び 1％とする。 

（b）空気抽出器排ガスの減衰に用いられる 30 分減衰配管の希ガス滞留時間は

30 分，活性炭式希ガスホールドアップ装置の希ガス保持時間は，キセノン

27 日間，クリプトン 40 時間とする。 

（c）空気抽出器排ガス中に含まれるよう素は，活性炭式希ガスホールドアップ

装置により十分減衰されるので無視する。 

b. 真空ポンプの運転による排ガス中の希ガス及びよう素 

（a）真空ポンプの運転による排ガス中の希ガスの年間放出量は，1.25×10４Bq

に全希ガス漏えい率（1.11×10１０）を乗じた値とし，放出回数は年間 5回

の間欠放出とする。この場合，放出希ガスの実効エネルギは，減衰時間を

12 時間として計算した希ガスの核種組成から求める。 

（b）真空ポンプの運転による排ガス中のＩ-131 及びＩ-133 の年間放出量は，

0.4Bq に全希ガス漏えい率（1.11×10１０）を乗じた値とし，放出回数は年間

5回の間欠放出とする。 

c. 換気系から放出される希ガス及びよう素 

（a）希ガスの放出量は，第 1 表の係数に炉心燃料からの希ガス各核種の漏えい

率（Bq／s）を乗じて計算する。この場合，放出希ガスの実効エネルギは，

減衰時間を 30 分として計算した希ガスの核種組成から求める。 

（b）よう素の放出量は，第 1表の数値に冷却材中のＩ-131 及びＩ-133 の濃度（Bq

／g）を乗じた値としている。 

d. 定期検査時に放出されるＩ-131 

定期検査時のＩ-131 の放出量は，2Bq に全希ガス漏えい率(1.11×10１０ )を

乗じた値としている。 
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（2）希ガス及びよう素の放出量 

a. 希ガスの放出量 

希ガスの放出量及び実効エネルギの計算結果を第 2表に示す。 

b. よう素の放出量 

よう素の放出量の計算結果を第 3表に示す。 

 

3．液体廃棄物の年間放出量 

液体廃棄物の主なものは，各建屋の機器からのドレン，各建屋の床ドレン，再

生廃液等の化学廃液及び洗濯廃液である。 

液体廃棄物中の放射性物質による線量の評価を行う際には，液体廃棄物処理系

の運用の変動を考慮して液体廃棄物の年間放出量は，トリチウムを除き 3.7×10１

０Bq，トリチウムは 3.7×10１２Bq とする。 

なお，トリチウムの環境放出量については，先行炉の実績等を考慮すると年間

3.7×10１２Bq と推定される。 

 

4．気象条件 

  気象条件は，現地における 2005 年 4 月～2006 年 3 月までの観測による気象資

料を使用する。 

   線量の計算に使用する風向別大気安定度別風速逆数の総和及び風向別風速逆数

の平均を第 4表及び第 5表に示す。 

  また，気象資料及び風洞実験から求めた放出源の有効高さ（東海第二発電所大

気拡散風洞実験報告書（平成 25 年 12 月，三菱重工業株式会社））を第 6表に示す。 
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5．線量の計算 

（1）気体廃棄物中の希ガスのγ線に起因する実効線量 

気体廃棄物中の希ガスのγ線に起因する実効線量の計算は，放射性雲からの

γ線による実効線量を対象に，希ガスの年間放出量，γ線実効エネルギ，気象

資料等を用いて行った。 

線量の計算は，周辺監視区域の北側及び西側境界の 7方位並びに参考として，

国立研究開発法人原子力研究開発機構原子力科学研究所（以下，「原子力科学研

究所」という。）の周辺監視区域と接する南側及び南側及び海となっている東側

の 9 方位について希ガスのγ線による実効線量の計算を行う。線量計算地点を

第 1図に示す。 

周辺監視区域境界外の希ガスのγ線に起因する実効線量の計算結果を第 7 表

に示す。これによれば，北側及び西側の周辺監視区域境界外で希ガスのγ線に

よる実効線量の最大値は，排気筒の西南西約 640m の地点において，約 3.2μSv

／y である。 

また，将来の集落の形成を考慮し，排気筒を中心として 16 方位に分割したう

ちの11方位，北側については周辺監視区域境界，西側については国道245号線，

南側については原子力科学研究所の南側周辺監視区域境界のそれぞれの外側に

おいて行い，希ガスのγ線による実効線量が最大となる地点での線量を求める。

線量計算地点を第 2図に示す。 

将来の集落の形成を考慮した地点の希ガスのγ線に起因する実効線量の計算

結果を第 8 表に示す。これによれば，将来の集落の形成を考慮した地点のうち

希ガスのγ線による実効線量が最大となるのは，排気筒の南西約 1,280m の地点

であり，その実効線量は約 2.8μSv／y である。 

（2）液体廃棄物中に含まれる放射性物質に起因する実効線量 

液体廃棄物中に含まれる放射性物質（よう素を除く。）に起因する実効線量の
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計算は，放射性物質が海産物を介して人体に摂取される場合の実効線量を対象

に，放射性物質の年間放出量及び海水中における放射性物質の濃度を用いて行

った。 

なお，海水中における放射性物質の濃度は，液体廃棄物中の放射性物質の年

間放出量及び第9表の核種組成から第10表の復水器冷却水放水口における放射

性物質の年間平均濃度を求めて用いた。 

液体廃棄物中に含まれる放射性物質（よう素を除く。）に起因する実効線量は

約 5.2μSv／y である。 

（3）よう素に起因する実効線量 

よう素に起因する実効線量の計算は，気体廃棄物中のよう素及び液体廃棄物

中のよう素に着目し，これらが吸入，葉菜，牛乳及び海産物を介して，成人，

幼児及び乳児にそれぞれ摂取される場合の実効線量を対象に行った。 

ａ．気体廃棄物中に含まれるよう素に起因する実効線量 

よう素の年平均地上空気中濃度の計算は，気体廃棄物中のよう素の年間放出

量，気象資料等を用いて行った。 

なお，計算地点は，将来の集落の形成を考慮し，排気筒を中心として 16 方

位に分割したうちの 11 方位，北側については周辺監視区域境界，西側につい

ては国道 245 号線，南側については原子力科学研究所の南側周辺監視区域境界

のそれぞれの外側において気体廃棄物中に含まれるよう素の年平均地上空気

中濃度が最大となる地点（排気筒から南西約 4,400m の地点）とした。 

吸入摂取，葉菜摂取及び牛乳摂取による実効線量の計算結果を第 11 表に示

す。 

これによれば，気体廃棄物中のよう素の吸入摂取，葉菜摂取及び牛乳摂取に

よる実効線量は，成人で約 0.06μSv／y，幼児で約 0.3μSv／y，乳児で約 0.3

μSv／yである。 
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b．液体廃棄物中に含まれるよう素に起因する実効線量 

海水中のよう素濃度は，復水器冷却水放水口における濃度を用いた。 

実効線量の計算結果を第 12 表に示す。これによれば，液体廃棄物中に含ま

れるよう素に起因する実効線量は，海藻類を摂取する場合，成人で約 0.008μ

Sv／y，幼児で約 0.03μSv／y，乳児で約 0.03μSv／y である。また，海藻類

を摂取しない場合は，成人で約 0.008μSv／y，幼児で約 0.02μSv／y，乳児で

約 0.01μSv／y である。 

ｃ．気体廃棄物中及び液体廃棄物中に含まれるよう素を同時に摂取する場合の実

効線量 

実効線量の計算結果を第 12 表に示す。これによれば，気体廃棄物中及び液

体廃棄物中に含まれるよう素を同時に摂取する場合の実効線量は，海藻類を摂

取する場合，成人で約 0.01μSv／y，幼児で約 0.05μSv／y，乳児で約 0.07Sv

／y である。また，海藻類を摂取しない場合は，成人で約 0.07μSv／y，幼児

で約 0.4μSv／y，乳児で約 0.3μSv／y である。 

 

6．線量の評価結果 

将来の集落の形成を考慮し，気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量，液

体廃棄物中の放射性物質（よう素を除く。）による実効線量並びに気体廃棄物中及

び液体廃棄物中に含まれるよう素を同時に摂取する場合の実効線量を評価した結

果は，それぞれ約 2.8μSv／y，約 5.2μSv／y 及び約 0.4μSv／y となり，合計約

8.4μSv／yである。 

この値は，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に示され

る線量目標値 50μSv／y を下回る。 
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第 1 表 換気系における希ガス及びよう素の漏えい係数 

換気系  

核 種 
タービン建屋 原子炉建屋 廃棄物処理建屋 

希ガス 1×10－３ 1×10－３※ 1×10－３※ 

よ

う

素 

Ｉ－131 0.3（g／s） 0.6（g／s） 0.2（g／s） 

Ｉ－133 0.2（g／s） 0.2（g／s） 0.03（g／s） 

※ Ｘｅ-133,Ｘｅ-135,Ｘｅ-135m 以外の核種は無視する。 

 

第 2 表 希ガス放出量及び実効エネルギ 

放出経路 
γ線実効エネル

ギ（MeV／dis） 

希ガス放出率 

（Bq／s） 

希ガス放出量 

（Bq／y） 

空気抽出器 約 5.1×10－２ 約 3.2×10７ 約 8.0×10１４ 

真空ポンプ 約 2.5×10－１ ― 約 1.4×10１４ 

換

気

系 

タービン建屋 約 8.2×10－１ 約 1.1×10７ 約 2.8×10１４ 

原子炉建屋 約 2.2×10－１ 約 3.9×10６ 約 9.8×10１３ 

廃棄物処理建屋 約 2.2×10－１ 約 3.9×10６ 約 9.8×10１３ 

合 計 約 2.5×10－１※ ― 約 1.4×10１５ 

※ 連続放出分のγ線平均エネルギ 
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第 3 表 よう素の放出量 

放出経路 

Ｉ-131 Ｉ-133 

放出率 

（Bq／s） 

放出量 

（Bq／y） 

放出率 

（Bq／s） 

放出量 

（Bq／y） 

真空ポンプ ― 約 4.4×10９ ― 約 4.4×10９ 

換気系 

運転時 約 1.3×10３ 約 3.3×10１０ 約 3.6×10３ 約 9.0×10１０ 

定検時 ― 約 2.2×10１０ ― ― 

合 計 ― 約 5.9×10１０ ― 約 9.4×10１０ 

 

  

60



26 条-別添 2-添 2-25 

 

第 4 表 風向別大気安定度別風速逆数の総和 

 

（s／m） 

大気安定度

   風下方位 

風 向 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

Ｎ Ｓ 0.87 16.25 4.55 37.61 9.89 63.80 

ＮＮＥ ＳＳＷ 2.24 13.49 4.38 83.07 16.23 68.03 

ＮＥ ＳＷ 6.03 18.32 21.78 185.23 22.49 82.60 

ＥＮＥ ＷＳＷ 6.89 32.36 19.96 120.26 13.65 69.80 

Ｅ Ｗ 9.87 54.23 17.38 65.00 9.12 40.76 

ＥＳＥ ＷＮＷ 13.27 38.83 7.53 46.44 8.42 39.56 

ＳＥ ＮＷ 8.02 35.03 9.96 48.24 5.29 29.15 

ＳＳＥ ＮＮＷ 4.56 36.70 10.48 28.84 1.30 25.12 

Ｓ Ｎ 8.98 41.78 11.59 38.41 5.18 30.20 

ＳＳＷ ＮＮＥ 5.17 24.93 3.75 29.47 6.74 41.18 

ＳＷ ＮＥ 1.93 28.05 2.98 31.49 3.90 45.45 

ＷＳＷ ＥＮＥ 5.73 21.45 3.37 35.03 6.34 65.97 

Ｗ Ｅ 2.08 34.83 5.36 31.55 4.29 69.43 

ＷＮＷ ＥＳＥ 6.30 44.31 9.85 44.87 11.69 84.81 

ＮＷ ＳＥ 1.46 37.02 11.28 68.80 10.15 98.42 

ＮＮＷ ＳＳＥ 1.30 17.25 5.37 45.79 15.30 84.99 

大気安定度観測点：標高 18m 

風向，風速観測点：標高 148m 
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第 5 表 風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風速逆数の平均 

 

（s／m） 

大気安定度

    風下方位 

風 向 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 全安定度

Ｎ Ｓ 0.69 0.60 0.38 0.41 0.29 0.43 0.42 

ＮＮＥ ＳＳＷ 1.74 0.64 0.31 0.25 0.27 0.43 0.32 

ＮＥ ＳＷ 0.82 0.45 0.18 0.15 0.28 0.46 0.21 

ＥＮＥ ＷＳＷ 0.51 0.40 0.23 0.23 0.29 0.59 0.30 

Ｅ Ｗ 0.60 0.42 0.24 0.34 0.36 0.68 0.40 

ＥＳＥ ＷＮＷ 0.54 0.41 0.25 0.40 0.39 0.93 0.47 

ＳＥ ＮＷ 0.65 0.46 0.29 0.45 0.47 0.82 0.49 

ＳＳＥ ＮＮＷ 0.49 0.33 0.24 0.34 0.42 0.62 0.36 

Ｓ Ｎ 0.52 0.28 0.18 0.29 0.46 0.45 0.31 

ＳＳＷ ＮＮＥ 0.63 0.47 0.27 0.33 0.42 0.42 0.40 

ＳＷ ＮＥ 0.46 0.44 0.17 0.36 0.23 0.33 0.35 

ＷＳＷ ＥＮＥ 0.43 0.37 0.24 0.40 0.30 0.36 0.36 

Ｗ Ｅ 0.49 0.35 0.19 0.33 0.20 0.35 0.33 

ＷＮＷ ＥＳＥ 0.61 0.34 0.18 0.25 0.25 0.33 0.30 

ＮＷ ＳＥ 0.63 0.36 0.16 0.25 0.19 0.30 0.27 

ＮＮＷ ＳＳＥ 0.58 0.49 0.22 0.30 0.22 0.29 0.29 

大気安定度観測点：標高 18m 

風向，風速観測点：標高 148m 
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第 6 表 放出源の有効高さ 

                         （m） 

方 位 有効高さ 

Ｎ 190 

ＮＮＥ 200 

ＮＥ 195 

ＳＥ 170 

ＳＳＥ 185 

Ｓ 210 

ＳＳＷ 180 

ＳＷ 150 

ＷＳＷ 195 

Ｗ 205 

ＷＮＷ 205 

ＮＷ 220 

ＮＮＷ 200 

 

（注１）表中の方位以外の有効高さについては，上表の有効高さのうち最も低い

値を使用する。 

（注２）方位ＳＳＥは海を隔てて比較的近距離のところに陸地が存在するため，

有効高さを評価した。 
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第 7 表 周辺監視区域境界における希ガスのγ線に起因する実効線量 

 

 

東海第二発電所排気筒から 

計算地点の方位及び距離（m） 希ガスのγ線に起因する

実効線量（μSv／y） 

方 位 距 離 

周辺監視区域境界

ＷＳＷ 

Ｗ 

ＷＮＷ 

ＮＷ 

ＮＮＷ 

Ｎ 

ＮＮＥ 

640 

530 

600 

660 

890 

850 

600 

約 3.2×10０ 

約 2.4×10０ 

約 1.8×10０ 

約 1.4×10０ 

約 1.1×10０ 

約 1.3×10０ 

約 1.5×10０ 

参考

地点 

海 側 

ＮＥ 

ＥＮＥ 

Ｅ 

ＥＳＥ 

ＳＥ 

360 

270 

230 

250 

290 

約 2.2×10０ 

約 3.4×10０ 

約 4.5×10０ 

約 4.8×10０ 

約 4.6×10０ 

原子力科学

研究所側 

ＳＳＥ 

Ｓ 

ＳＳＷ 

ＳＷ 

350 

330 

350 

430 

約 3.0×10０ 

約 2.5×10０ 

約 4.3×10０ 

約 5.5×10０ 

※計算地点については，第 1図に示す。 
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第 8 表 希ガスのγ線に起因する実効線量 

 

※計算地点については，第 2図に示す。 

 

 
計算地点の 

方位 

排気筒からの距離 

（m） 

希ガスのγ線に起因する実

効線量（μSv／y） 

将
来
の
集
落
の
形
成
を
考
慮
し
た
地
点 

ＮＮＥ 600 約 1.5×10０ 

Ｎ 850 約 1.3×10０ 

ＮＮＷ 890 約 1.1×10０ 

ＮＷ 660 約 1.4×10０ 

ＷＮＷ 600 約 1.8×10０ 

Ｗ 660 約 2.1×10０ 

ＷＳＷ 930 約 2.3×10０ 

ＳＷ 1,280 約 2.8×10０（最大値） 

ＳＳＷ 1,690 約 1.0×10０ 

Ｓ 1,870 約 5.0×10-１ 

ＳＳＥ 2,900 約 4.8×10-１ 
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第 9 表 液体廃棄物中に含まれる放射性物質の核種組成 

核 種 
組 成 

（％） 
核 種 

組 成 

（％） 

Ｃｒ-51 2 Ｓｒ-89 2 

Ｍｎ-54 40 Ｓｒ-90 1 

Ｆｅ-59 7 Ｉ-131 2 

Ｃｏ-58 3 Ｃｓ-134 5 

Ｃｏ-60 30 Ｃｓ-137 8 

 

第 10 表 復水器冷却水放水口における放射性物質の年間平均濃度 

核 種 
年間平均濃度 

（Bq／cm３） 

Ｃｒ-51 約 4.7×10－７ 

Ｍｎ-54 約 9.5×10－６ 

Ｆｅ-59 約 1.7×10－６ 

Ｃｏ-58 約 7.1×10－７ 

Ｃｏ-60 約 7.1×10－６ 

Ｓｒ-89 約 4.7×10－７ 

Ｓｒ-90 約 2.4×10－７ 

Ｉ-131 約 4.7×10－７ 

Ｃｓ-134 約 1.2×10－６ 

Ｃｓ-137 約 1.9×10－６ 

Ｈ-3 約 2.4×10－３ 
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第 11 表 気体廃棄物中に含まれるよう素に起因する実効線量 

年齢 

グループ 

摂取 

経路 

気体廃棄物中に含まれるよう素 

に起因する実効線量（μSv／y） 

Ｉ-131 Ｉ-133 合 計 

成人 

吸入 約 7.6×10－３ 約 2.3×10－３ 約 9.9×10－３ 

葉菜 約 2.4×10－２ 約 1.2×10－３ 約 2.5×10－２ 

牛乳 約 2.3×10－２ 約 5.1×10－４ 約 2.3×10－２ 

合計 約 5.4×10－２ 約 4.0×10－３ 約 5.8×10－２ 

幼児 

吸入 約 1.4×10－２ 約 5.0×10－３ 約 1.9×10－２ 

葉菜 約 5.5×10－２ 約 3.3×10－３ 約 5.9×10－２ 

牛乳 約 2.6×10－１ 約 7.0×10－３ 約 2.7×10－１ 

合計 約 3.3×10－１ 約 1.5×10－２ 約 3.5×10－１ 

乳児 

吸入 約 8.5×10－３ 約 3.6×10－３ 約 1.2×10－２ 

葉菜 約 4.1×10－２ 約 2.9×10－３ 約 4.4×10－２ 

牛乳 約 2.3×10－１ 約 8.6×10－４ 約 2.3×10－１ 

合計 約 2.8×10－１ 約 7.4×10－３ 約 2.9×10－１ 

 

第 12 表 気体廃棄物中及び液体廃棄物中に含まれるよう素に起因する 

実効線量 

年齢 

グループ 

液体廃棄物中に含まれるよう素に

起因する実効線量 

（μSv／y） 

気体廃棄物中及び液体廃棄物中に

含まれるよう素に起因する実効線

量（μSv／y） 

海藻類を摂取す

る場合 

海藻類を摂取し

ない場合 

海藻類を摂取す

る場合 

海藻類を摂取し

ない場合 

成人 約 8.5×10－３ 約 8.3×10－３ 約 1.2×10－２ 約 6.6×10－２ 

幼児 約 2.5×10－２ 約 1.9×10－２ 約 5.4×10－２ 
約 3.7×10－１ 

（最大値） 

乳児 約 3.2×10－２ 約 1.5×10－２ 約 7.1×10－２ 約 3.0×10－１ 
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第1図 線量計算地点図（その1） 
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第2図 線量計算地点図（その2） 
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補足 2 

気象資料の変更等に伴う事故時の線量評価について 

1. 概要

東海第二発電所の「事故」の解析に当たっては，「発電用軽水型原子炉施設

の安全評価に関する審査指針」（以下「安全評価審査指針」という。）に基づき，

原子炉施設から放出される放射性物質による敷地周辺への影響が大きくなる

可能性のある事象について，これらの事象が発生した場合における工学的安

全施設等の主として「異常影響緩和系」に属する構築物，系統，機器の設計の

妥当性を確認する見地から，代表的な事象を選定し，評価を行った。 

「事故」の解析のうち，「環境への放射性物質の異常な放出」については，

以下の事象を選定し，核分裂生成物の放出量及び実効線量の評価を行った。 

今回の申請における変更点は，気象資料の変更に伴う線量評価の変更である。 

(1) 放射性気体廃棄物処理施設の破損

(2) 主蒸気管破断

(3) 燃料集合体の落下

(4) 原子炉冷却材喪失

(5) 制御棒落下

2. 判断基準

想定された事象が発生した場合，放射性物質の放散に対する障壁の設計が妥

当であることを確認する。このことを判断する基準は以下のとおりである。 

周辺の公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと。 

 （実効線量：5mSv 以下） 
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3．気象条件 

気象条件は，現地における 2005 年 4 月～2006 年 3 月までの観測による気象

資料を使用する。また，気象資料及び風洞実験（東海第二発電所大気拡散風洞

実験報告書（平成 25 年 12 月，三菱重工業株式会社））から求めた放出源の有

効高さを第 1 表に示す。 

   観測された気象データの風向，風速，大気安定度，実効放出継続時間及び放

出源の有効高さ等に基づき，陸側方位における非居住区域境界以遠で最大の

相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を求め，これらを用いて各種事故

の線量評価を行う。 

 

第 1 表 放出源の有効高さ 

                         （m） 

方 位 有効高さ 

Ｎ 105 

ＮＮＥ 95 

ＮＥ 海側 

ＥＮＥ 海側 

Ｅ 海側 

ＥＳＥ 海側 

ＳＥ 海側 

ＳＳＥ 115 

Ｓ 105 

ＳＳＷ 100 

ＳＷ 110 

ＷＳＷ 110 

Ｗ 115 

ＷＮＷ 105 

ＮＷ 105 

ＮＮＷ 105 
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4. 評価結果 

各種事故（環境への放射性物質の異常な放出）における核分裂生成物の放出

量，大気拡散条件，実効線量の評価結果等を第 2 表に示す。 

 

第 2 表 各種事故時の放出量，大気拡散条件，実効線量の評価結果等について 

 放射性気体

廃棄物処理

施設の破損

主蒸気管 

破断 

燃料集合体

の落下 

原子炉 

冷却材喪失 
制御棒落下

 

核

分

裂

生

成

物

放

出

量 

希ガス 

[γ線

0.5MeV

換算値] 

（Bq） 

約6.2×10１４ 

主蒸気隔離弁 

閉止前※１ 

約9.9×10１２ 
約3.1×10１４ 約4.0×10１２ 約2.1×10１３ 

主蒸気隔離弁 

閉止後※１ 

約3.4×10１２ 

よう素 

[Ｉ-131

等価量] 

（Bq） 

－ 

主蒸気隔離弁 

閉止前 

約1.8×10１１ 
約6.1×10１０ 約4.8×10９ 約1.8×10１１ 

主蒸気隔離弁 

閉止後 

約1.1×10１０ 

大

気

拡

散

条

件 

相対線量 

Ｄ／Ｑ 

（Gy／Bq） 

約8.5×10－２０ 約4.4×10－１９ 約5.1×10－２０ 約4.5×10－２０ 約5.1×10－２０

相対濃度 

χ／Ｑ 

（s／m３） 

－ 約1.4×10－５ 約2.0×10－６ 約8.0×10－７ 約8.5×10－７ 

放出位置 排気筒 
タービン 

建屋 
排気筒 排気筒 排気筒 

実効放出

継続時間

（hr） 

希

ガ

ス 

1 1 15 24 12 

よ

う

素 

－ 20 5 24 24 

実効線量

（mSv） 
約5.3×10－２ 約1.8×10－１ 約1.8×10－２ 約2.7×10－４ 約3.2×10－３ 

判断基準 
周辺の公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと。 

（実効線量≦5mSv）※２ 

※１：ハロゲン等を含む（よう素も含み，外部被ばくによる実効線量評価の観点から 
取り扱っている。）。 

※２：「安全評価審査指針」解説中の値 
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5. 各事象の詳細説明 

 (1) 放射性気体廃棄物処理施設の破損 

a. 原  因 

原子炉の出力運転中に，何らかの原因により放射性気体廃棄物処理施設

が破損した場合には，破損箇所から放射性気体廃棄物が漏えいし，放射性

物質が環境へ放出される可能性がある。 

 

b. 評価条件及び評価結果 

放射性気体廃棄物処理施設破損時の評価条件及び評価結果を第 3 表に示

す。 

また，放射性気体廃棄物処理施設破損時の核分裂生成物の放出経路の概

略を第 1 図に，希ガスが大気中に放出されるまでの過程を第 2 図に示す。 
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第 3 表 放射性廃棄物処理施設破損時の評価条件及び評価結果 
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第 2 図 放射性廃棄物処理施設破損時の希ガスの大気放出過程 

    （ガンマ線 0.5MeV 換算値） 
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 (2) 主蒸気管破断 

  a．原 因 

原子炉の出力運転中に，何らかの原因により原子炉格納容器（以下「格

納容器」という。）外で主蒸気管が破断した場合には，破断口から原子炉

冷却材（以下「冷却材」という。）が流出し，放射性物質が環境へ放出さ

れる可能性がある。 

 

  b．評価条件及び評価結果 

主蒸気管破断時の評価条件及び評価結果を第 4 表に示す。 

また，主蒸気管破断時の核分裂生成物の放出経路の概略を第 3 図に，希

ガス及びハロゲン等が大気中に放出されるまでの過程を第 4 図及び第 5

図に示す。 
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第 4 表 主蒸気管破断時の評価条件及び評価結果（1／2） 
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第 4 表 主蒸気管破断時の評価条件及び評価結果（2／2） 
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第 4 図 主蒸気管破断時の希ガスの大気放出過程 

（ガンマ線 0.5MeV 換算値） 
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第 5 図 主蒸気管破断時のハロゲン等の大気放出過程 

（I-131 等価量） 
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 (3) 燃料集合体の落下 

  a．原  因 

原子炉の燃料交換時に，燃料取扱装置の故障，破損等により燃料集合体

が落下して破損し，放射性物質が環境へ放出される可能性がある。 

 

  b．評価条件及び評価結果 

燃料集合体の落下時の評価条件及び評価結果を第 5 表に示す。 

また，燃料集合体の落下時の核分裂生成物の放出経路の概略を第 6 図

に，希ガス及びよう素が大気中に放出されるまでの過程を第 7 図及び第 8

図に示す。 
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第 5 表 燃料集合体の落下時の評価条件及び評価結果（1／2） 
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第 5 表 燃料集合体の落下時の評価条件及び評価結果（2／2） 
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第 7 図 燃料集合体の落下時の希ガスの大気放出過程 

（ガンマ線 0.5MeV 換算値） 
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第 8 図 燃料集合体の落下時のよう素の大気放出過程 

（I-131 等価量） 
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 (4) 原子炉冷却材喪失 

  a．原  因 

原子炉の出力運転中に，何らかの原因により原子炉冷却材圧力バウンダ

リを構成する配管あるいはこれに付随する機器等の破損等により，原子炉

冷却材が系外に流出し，放射性物質が環境へ放出される可能性がある。 

 

  b．評価条件及び評価結果 

      原子炉冷却材喪失時の評価条件及び評価結果を第 6 表に示す。 

また，原子炉冷却材喪失時の核分裂生成物の放出経路の概略を第 9 図

に，希ガス及びよう素が大気中に放出されるまでの過程を第 10 図及び第

11 図に示す。 
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  第 6 表 原子炉冷却材喪失の評価条件及び評価結果（1／2） 
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第 6 表 原子炉冷却材喪失の評価条件及び評価結果（2／2） 
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第 10 図 原子炉冷却喪失時の希ガスの大気放出過程 

（ガンマ線 0.5MeV 換算値） 
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第 11 図 原子炉冷却材喪失時のよう素の大気放出過程 

（I-131 等価量） 
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 (5) 制御棒落下 

  a．原  因 

原子炉が臨界又は臨界近傍にあるとき，制御棒駆動軸から分離した制御

棒が炉心から落下し，急激な反応度投入と出力分布変化が生じ，燃料棒が

破損し，放射性物質が環境へ放出される可能性がある。 

 

  b．評価条件及び評価結果 

制御棒落下時の評価条件及び評価結果を第 7 表に示す。 

また，制御棒落下時の核分裂生成物の放出経路の概略を第 12 図に，希

ガス及びよう素が大気中に放出されるまでの過程を第 13 図及び第 14 図

に示す。 
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第 7 表 制御棒落下時の評価条件及び評価結果（1／2） 
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第 7 表 制御棒落下時の評価条件及び評価結果（1／2） 
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第 13 図 制御棒落下時の希ガスの大気放出過程 

（ガンマ線 0.5MeV 換算値） 
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第 14 図 制御棒落下時のよう素の大気放出過程 

（I-131 等価量） 
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5．まとめ 

評価結果に示すとおり，「事故」のうち「環境への放射性物質の異常な放出」

について，「安全評価審査指針」に示される判断基準である「周辺公衆に対し，

著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと」を満足している。 
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26 条-別添 2-添 3-1 

3 線量評価に用いる大気拡散の評価について 

線量評価に用いる大気拡散の評価は，実効放出継続時間を基に計算した値を

年間について小さい値から順番に並べて整理し，累積出現頻度 97％に当たる値

としている。また，建屋放出時の着目方位は，第 3-1 図から第 3-2 図に示す通

り，建屋による広がりの影響を考慮し，複数方位を対象としている。 

第 3-1 図 主蒸気管破断時の評価対象方位の選定 

（放出点：原子炉建屋ブローアウトパネル、評価点：中央制御室中心） 

104



26 条-別添 2-添 3-2 

第 3-2 図 主蒸気管破断時の評価対象方位の選定 

（放出点：原子炉建屋ブローアウトパネル、評価点：サービス建屋入口） 

105



26 条-別添 2-添 4-1 

4 空気流入率試験結果について 

「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

（平成21・07・27 原院第1 号平成 21 年8 月12 日）」の別添資料「原子力発

電所の中央制御室の空気流入率測定試験手法」に基づき，東海第二発電所中央

制御室について平成27年2月に試験を実施した結果，空気流入率は最大で0.47

回／h（±0.012（95％信頼限界値））である。試験結果の詳細は次ページ以降

に示す。 
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26 条-別添 2-添 4-2 

第4-1表 東海第二発電所中央制御室空気流入率測定試験結果 

項 目 内 容 

試験日程 
平成27年2月24日～平成27年2月26日 

（試験時のプラント状態：停止中） 

空気流入率測定 

試験における 

均一化の程度 

系 統

トレーサガス濃度測定値の場所によるバラツキ

：（測定値－平均値）／平均値（％） 

Ａ系 －7.6～7.0％ 

Ｂ系 －5.7～8.1％ 

試験手法 

内規に定める空気流入率測定試験手法のうち 

「基本的な試験手順」／「全サンプリング点による試験手順」にて

実施 

適用条件 

内 容 適用 備考 

トレーサガス濃度測定値のバラツキ
が平均値の±10％以内か。

○ 

決定係数R2が0.90以上であること。 － 
均一化の目安を満
足している 

①中央制御室の空気流入率が，別区
画に比べて小さいこと。

－ 
均一化の目安を満
足している 

②特異点の除外が，１時点の全測定
データ個数の10％以内であるこ
と。

－ 
特異点の除外はな
い 

③中央制御室以外の空気流入率が大
きい区画に，立入規制等の管理的
措置を各種マニュアル等に明記
し，運転員へ周知すること。

－ 

特定の区画を排除
せず，全ての区画を
包含するリーク率
で評価している。 

試験結果 

系統 
空気流入率 

（±以下は95％信頼限界値） 
決定係数R2 

Ａ系 0.47 回/h（±0.012） － 

Ｂ系 0.44 回/h（±0.012） － 

特記事項 
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26 条-別添 2-添 5-1 

5  中央制御室の居住性評価（設計基準事故時）の直交替の考慮について 

運転員の交代を考慮した中央制御室の居住性（設計基準）を評価するに当

たり，平常時の直交替である 5 直 2 交代を考慮した。直交替サイクルを第 5-1

表に，評価期間 30 日間の直交替スケジュールを第 5-2 表に示す。 

 

第 5-1 表 運転員の勤務形態 

 中央制御室の滞在時間 

1 直 8:00～21:45（13 時間 45 分） 

2 直 21:30～8:15（10 時間 45 分） 

 

第 5-2 表 直交替スケジュール 

 

 

  30 日間の中央制御室滞在時間及び入退域時間の最大値を評価すると，A 班の  

中央制御室滞在時間：196 時間(1 直 8 回＋2 直 8 回) 

   入退域滞在時間   ：8 時間(入退域 32 回，1 回当たり 15 分) 

が最大となる。 

 

 

 

 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

１直　8:00～21:45 D A A B B C C D D A A B B C C E E A A B B C C E E A A B B D

２直 21:30～8:15　 C C D D A A B B C C D D A A B B C C E E A A B B C C E E A A

指定休 A B B C C D D A A B B C C D E A A B B C C E E A A B B C D E

指定休 ／ D ／ A ／ B ／ C ／ D ／ A ／ B ／ C ／ E ／ A ／ B ／ C ／ E ／ A ／ B

研修直 8:30～17:00 E E E E E E E E E E E E E E D D D D D D D D D D D D D D C C
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6 内規との適合性について 

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 

 

3.1 (1)→内規のとおり。 

 

 

3.1(1)a)東海第二発電所は BWR 型原子炉施設であり、原子炉格納容器内放出

は原子炉冷却材喪失、原子炉格納容器外放出は主蒸気管破断として評価す

る。 

 

 

 

 

 

3.2→内規のとおり。 

 

 

3.2(1)a)1)建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガ

ンマ線による中央制御室内での外部被ばく線量を評価している。 

 

 

3.2(1)a)2)大気中に放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御

室で外部被ばくは、事故期間中の大気中への放射性物質の放出量を基に大気

拡散効果と中央制御室の壁によるガンマ線の遮蔽効果を踏まえて評価して

いる。 

3.2(1)a)3)事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の一部は外気から

中央制御室内に取り込まれる。中央制御室内に取り込まれた放射性物質の吸

入摂取による内部被ばく及びガンマ線による外部被ばくの和として実効線

量を評価している。 

3.2(1)b)4)建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガ

ンマ線による入退域時の外部被ばく線量を評価している。 
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原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 

3.2(1)b)5)大気中へ放出された放射性物質からの吸入摂取による内部被ばく

線量及びガンマ線による外部被ばく線量を評価している。 

 

 

 

 

3.2(2)a)想定事故に対して、大気中への放出量及び放射性物質の施設内の存在

量分布を評価している。 

3.2(2)b)原子炉施設周辺の気象データを用いて、大気拡散を計算して相対濃度

及び相対線量を評価している。 

3.2(2)c)放射性物質の施設内の存在量分布から施設内の線源強度を評価して

いる。 

3.2(2)d)1)前項 c)の結果を用いて、施設内の放射性物質からのガンマ線(スカ

イシャイン線、直接ガンマ線)による被ばくを評価している。 

 

3.2(2)d)2)前項 a)及び b)の結果を用いて、大気中へ放出された放射性物質に

よる被ばくを評価している。 

 

3.2(2)d)3) 前項 a)及び b)の結果を用いて、中央制御室内に外気から取り込ま

れた放射性物質による被ばく(ガンマ線及び吸入摂取)を評価している。 

3.2(2)e)1)前項 c)の結果を用いて、建屋内に存在する放射性物質から放射さ

れるガンマ線(スカイシャインガンマ線、直接ガンマ線)による被ばくを評価し

ている。 

3.2(2)e)2) 前項 a)及び b)の結果を用いて、大気中へ放出された放射性物質に

よる被ばく(ガンマ線及び吸入摂取)を評価している。 

 

3.2(2)f)評価条件及び評価結果を文書化し、資料としてまとめている。 

3.2(2)g)評価手順の a)から c)までのうち、b)は他の評価と並列に進めている。

また、d)及び e)は並列に進めている。 
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原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3→内規のとおり。 

 

「1人あたりの被ばく経路ごとの実効線量の合計値が、100mSv を超えない」

ことを満足していることを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→図 3.1 のとおり被ばく経路を考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→図 3.2 のとおり評価の手順に従って評価している。 
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原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 

4.1→内規のとおり 

4.1.1→内規のとおり 

4.1.1(1)定格出力に余裕を見た出力で十分長時間運転していた炉心を評価

対象炉心としている。 

4.1.1(2)a)希ガスは図4.1，よう素は図4.2に示される放出経路で大気中へ

放出されるとして評価している。 

4.1.1(2)b)事象発生後,原子炉格納容器内に放出される放射性物質の量は,

炉心内蓄積量に対して希ガス100%,よう素50%の割合として評価している。 

4.1.1(2)c)原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち,有機よう素は10%

とし,残りの90%は無機よう素として評価している。 

4.1.1(2)d)原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち,無機よう素は，

50%が原子炉格納容器内及び同容器内の機器等に沈着し,原子炉格納容器か

らの漏えいに寄与しないとして評価している。有機よう素及び希ガスは,こ

の効果を無視して評価している。 

4.1.1(2)e)サプレッション・プール水に無機よう素が溶解する割含は,分配

係数で100として評価している。有機よう素及び希ガスは,この効果を無視

して評価している。 

4.1.1(2)f)希ガス及びよう素は,原子炉格納容器からの漏えいを評価して

いる。原子炉格納容器からの漏えいは,原子炉格納容器の設計漏えい率一定

として評価している。 

4.1.1(2)g)原子炉建屋処理系は，起動信号により瞬時に起動するものとし

て評価している。原子炉建屋ガス処理系の容量は,設計で定められた値とし

て評価している。フィルタのよう素除去効率は設計値に余裕を見込んだ値

として評価している。原子炉建屋における沈着による放射性物質の除去効

果は無視し,自然崩壊のみを考慮し評価している。 

4.1.1(2)h)非常用炉心冷却系によりサプレッション・プール水が原子炉格

納容器外に導かれるが,原子炉格納容器外における漏えいは,原子炉格納容

器の漏えいに比べ小さいことから,評価を省略している。 

4.1.1(2)i) 原子炉格納容器から原子炉建屋内に漏えいした放射性物質は,
非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系で処理された後,主排気筒を経

由して環境に放出されるとして評価している。 
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原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

→図4.1の放出経路で希ガスを評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系による処理として評価してい

る 
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原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 

4.1.2→内規のとおり 

4.1.2(1)定格出力に余裕を見た出力で十分長時聞運転していた炉心を評価

対象炉心としている。 

4.1.2(2)原子炉の出力運転中に,主蒸気管1本が,原子炉格納容器外で瞬時

に両端破断すると仮定し評価している。 

4.1.2(3)主蒸気隔離弁は,設計上の最大の動作遅れ時間及び閉止時間で全

閉するとして評価している。 

4.1.2(4)原子炉冷却材の流出流量の計算に当たっては,流量制限器の機能

を考慮し，評価している。ただし,主蒸気隔離弁の部分において臨界流が発

生するまでは,弁による流量制限の効果は考慮していない。 

4.1.2(5)事象発生と同時に,外部電源は喪失すると仮定し,評価している。 

4.1.2(6)事象発生後,原子炉圧力は,24時間で大気圧まで直線的に減少する

として評価している。 

4.1.2(7)a)希ガスは図4.3,ハロゲン等は図4.4に示す放出経路で大気中へ

放出されるとして評価する。 

4.1.2(7)b)事象発生前の原子炉冷却材中の放射性物質の濃度は，運転上許

容されるI-131の最大濃度に相当する濃度とし,その組成は拡散組成として

評価している。蒸気相中のハロゲン濃度は，液相の濃度の1/50とし,評価し

ている。 

4.1.2(7)c)原子炉圧力の減少に伴う燃料棒からの追加放出量を,I-131は先

行炉等での実測データに基づく値に安全余裕を見込んだ値とし,その他の

放射性物質はその組成を平衡組成として評価している。希ガスはよう素の2

倍の放出量として評価している、 

4.1.2(7)d)主蒸気隔離弁開止前の燃料榛からの放射性物質の追加放出割合

は,主蒸気隔離弁閉止前の原子炉圧力の低下割合に比例するとし,追加放出

され放射性物質の1%が破断口から放出するとして評価している。 

4.1.2(7)e)主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの放射性物質の追加放出は，

主蒸気隔離弁閉止直後に,これらすべての放射性物質が瞬時に原子炉冷却

材中へ放出するとして評価している。 

4.1.2⑦f)燃料棒から放出されたよう素のうち,有機よう素は10%とし,残りの

90%は無機よう素としている。有機よう素のうち10%は瞬時に気相部に移行す

るとし,残りのよう素及びその他のハロゲンが気相部にキャリーオーバーさ

れる割合は,2%として評価している。希ガスは,すべて瞬時に気相部に移行 
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原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 するとして評価している。 

4.1.2(7)g)主蒸気隔離弁閉止前に放出された原子炉冷却材は，完全蒸発し,

同時に放出された放射性物質を均一に含む蒸気雲になるとして評価してい

る。隔雛弁閉止後に放出された放射性物質は,大気中に地上放散するとして

評価している。 

4.1.2(7)h)主蒸気隔離弁は,1個が閉止しないとし,閉止した隔離弁からは,

蒸気が漏えいするとして評価している。閉止した主蒸気隔離弁の漏えい率

は設計値に余裕を見込んだ値とし,この漏えい率は一定として評価してい

る。 

4.1.2(7)i)主蒸気隔離弁閉止後は,逃がし安全弁等を通して,崩壊熱相当の

蒸気が,サプレツション・プールに移行するものとして評価している。 

 

 

 

 

図4.3の放出経路で希ガスを評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4の放出経路でハロゲン等を評価している。 
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原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

  

 

5.1.1→内規のとおり 

中央制御室は、国内の既存の中央制御室と大きく異なる設計ではないため、

大気拡散モデルを適用する。 

 

5.1.1(1)原子炉冷却材喪失、主蒸気管破断ともに建屋の影響を受けるため、

5.1.1(2)に示された方法で評価している。 

116



 

2
6
条
-
別
添
2
-
添
6
-
9
 

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

  

 

 

5.1.1(2)a)中央制御室評価で特徴的な近距離の建屋の影響を受けるため、建

屋による巻込み現象による影響を含めて評価している。 

 

 

5.1.1(2)a)1)建屋の影響を受けるため、(5.3)式の基本拡散式を用いて評価

している。 
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原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 5.1.1(2)a)2)放射性物質の核崩壊による減衰項は計算していない。 

 

 

 

5.1.1(2)b)形状係数 cの値は、1/2 を用いている。 

 

 

5.1.1(2)c)σy=0 及びσz=0 とした計算は行っていない。 

 

 

5.1.1(2)d)建屋影響は、放出源高さから地上高さに渡る気象条件の影響を受

けるため、保守的に地上高さに相当する比較的低風速の気象データ(地上 10m

高さで測定)で評価している。 

5.1.1(2)e)建屋影響を受ける場合の条件については、「5.1.2 原子炉施設周辺

の建屋影響による拡散」に従っている。 

5.1.1(3)a) (5.3)式を適用するため、「5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響によ

る拡散」の(1)a)の放出源の条件に応じて、原子炉施設周辺の濃度を、次の

b)又は c)の方法によって計算している。 

5.1.1(3)b)1)放出源と評価点の高度差がある場合には、評価点高さを放出源

高さとして(z=H,H>0)、(5.4)式で濃度を評価している。 
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 5.1.1(3)b)2)放出源の高さが地表面よりも十分離れている場合には、地表面

からの反射による濃度の寄与が小さくなり、右辺の指数減衰項は 1に比べて

小さくなることを確認している。 

5.1.1(3)c)放出源及び評価点が地上面にある場合(z=0,H=0)、地上面の濃度

を適用して、(5.5)式で評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2→内規のとおり 

5.1.2(1)a)原子炉冷却材喪失、主蒸気管破断ともに、放出点と巻込みを生じ

る建屋との位置関係について、示された条件すべてに該当するため、放出点

から放出された放射性物質は建屋の風下側で巻込みの影響を受け拡散し、評

価点に到達するものとして評価している。 
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5.1.2(1)b) 5.1.2(1)a)に従って評価している。 
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121



 

2
6
条
-
別
添
2
-
添
6
-
1
4
 

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

  

5.1.2(2)a)着目方位を 1方位のみとせず、複数方位を着目方位と見込み、か

つ、保守的な評価となるよう、全ての評価対象方位について風下中心軸上の

最大濃度を用いて評価している。 

 

5.1.2(2)b)この場合の拡散パラメータは、建屋等の投影面積の関数であり、

かつ、その中での濃度分布は正規分布と仮定して評価している。 
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 5.1.2(3)a)巻き込みを生じる建屋として，巻き込みの影響が最も大きいと考

えられる一つの建屋を代表として相対濃度を算出している。代表建屋は表

5.1に示されているとおり，原子炉冷却材喪失の場合は原子炉建屋，主蒸気

管破断の堤合は原子炉建屋又はタービン建屋のうち結果が厳しい原子炉建

屋で代表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2(3)b).1)事故時には外気の取入れを遮断した上で再循環運転を行う

が，同時に外気取込を行うため,中央制御室内には，流入及び給気口を介し

て放射性物質が侵入するものとして評価している。5.1.2(3)b)2)事故時には

外気の取入れを遮断した上で再循環運転を行うため，代表面を選定して濃度

を評価している。 
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5.1.2(3)b）3）中央制御室が属する原子炉建屋屋上面を代表とし中央制御室

の中心点を評価点としている。 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2(3)c）1）代表建屋の風下後流側での広縫囲に及び乱流混合域が顕著で

あることから，放射性物質濃度を計算する当該着目方位としては，放出源と

評価点を結ぶラインが含まれる1方位のみを対象とするのではなく，図5.4に

示すように,代表建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある

複数の方位を対象として評価している。 
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全16方位について三つの条件に該当する方位を選定し，すべての条件に該当

する方位を評価対象として評価している。 
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→図5.7のように建屋の影響がある場合の評価対象方位選定手順に従って，

建屋の巻き込み評価をしている。 
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5.1.2(3)c)2)当該建屋表面において定めた評価点から，原子炉施設の代表建

屋の水平断面を見込む範囲にあるすべての方位を定めて評価している。 

 

 

 

 

 

 

5.1.2（3)d)1)風向に垂直な代表建屋の投影面積を求めて，放射性物質の濃

度を求めるために大気拡散式 

の入力としている。 

5.1..2(3)d)2)全ての方位に対して最小面積である,地表面から上の原子炉

建屋の最小投影面積を，すべての方位の計算の入力として共通に適用してい

る. 

5.1.2(3)d)3)風下側の地表面から上の投影面積を求め大気拡散式の入力と

するが，地表面から上の原子炉建屋の最小投影面積を用いため，地表面から

上の原子炉建屋の最小投影面積を全ての方位の計算の入力として共通に適

用している。 
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 5.1.2(4)建屋の影響を考慮して評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3→内規のとおり 

5.1.3(1)(2)風下方向の通常の大気拡散による拡がりのパラメータσy及びσ

zは，風下距離及び大気安定度に応じて，示された相関式から求めている。 
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5.2.1→内規のとおり。 

5.2.1(1)相対濃度は，毎時刻の気象項目と実効約な放出継続時間(放射性物

質の放出率の時問的変化から定めるもので，以下「実効放出継続時間」とい

う。)をもとに，評価点ごとに評価している。 

5.2.1(2)評価点の相対濃度は,毎時刻の相対濃度を年間について小さい方か

ら累積した場合，その累積出現頻度が97%に当たる相対濃度として評価して

いる。 

5.2.2→内規のとおり。 

5.2.2(1)実効放出継続時間に応じた相対濃度χ／Qは，(5.10)式によって計

算している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2(1)a) (χ／Q)iは時刻iにおける気象条件に対する相対濃度であり，

5.1.2項で示す考え方で計算するが，さらに水平方向の風向の変動を考えて，

次項に示すとおり計算している。 

5.2.2(1)b)補正は不要である。 
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5.2.2(2)a)原子炉冷却材喪失，主蒸気管破断ともに建屋の影響を受けるため

5.2.2(2)b)に基づき相対濃度を計算している。 
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   5.2.2(2)b) 5.1.2項の考え方に基づき、中央制御室を含む建屋の後流側では、

建屋の投影面積に応じた初期拡散による拡がりを持つ濃度分布として計算

している。また、5.2.2(2)b)2)ⅳ)に基づき、実効放出継続時間によらず

5.2.2(2)b)1)によって、相対濃度を計算している。 

5.2.2(2)b)1)建屋影響を受ける場合の濃度分布は、風向に垂直な建屋の投影

幅と高さに相当する拡がりの中で、放出点から軸上濃度を最大値とする正規

分布として仮定している。短時間放出の計算のため、保守的に水平濃度分布

の中心軸上に中央制御室評価点が存在し風向が一定であるものとして、

(5.13)式によって計算している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2(2)b)2)保守的かつ簡便な計算を行うため、平均化処理を行う代わり

に、短時間の計算式による最大濃度として計算している。 
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5.3→内規のとおり 

5.3(1)大気中に放出された放射性物質に起因する放射性雲からのガンマ線

による全身に対しての線量を計算するために、空気カーマを用いた相対線量

を計算している。 

5.3(2)空気カーマから全身に対しての線量への換算係数は、1Sv／Gy として

評価している。 

5.3(3)評価点(x,y,0)における空気カーマ率は、(5.14)式によって計算して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3(4)建屋影響を受けるため、建屋影響の効果を取入れている。 
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5.3(5)建屋の巻き込み効果を見込んだ計算を行っている。 
 
6→内規のとおり 
6(1)スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源となる建屋内放射能
量線源の計算、スカイシャインガンマ線の計算、直接ガンマ線の計算におい
て、6.1 から 6.3 に示す方法によって評価している。 
6(3)スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による線量を評価の対象と
しており、省略はしていない。 
 
6.1(1)→内規のとおり 
6.1(1)a)事故の想定は、「4.1.1 原子炉冷却材喪失」としている。 
6.1(1)b)事故時に炉心から原子炉格納容器内に放出された放射性物質は、原
子炉格納容器からの漏えいによって原子炉建屋(二次格納施設)に放出され
る。この二次格納施設内の放射性物質をスカイシャインガンマ線及び直接ガ
ンマ線の線源としている。 
6.1(1)c)二次格納施設内の放射性物質は自由空間容積に均一に分布するも
のとして評価している。 
6.1(1)d)二次格納施設内の放射性物質の崩壊による減衰及び非常用ガス処
理系による除去効果を計算している。 
6.1(1)e)スカイシャインガンマ線の線源は、原子炉建屋運転階に存在する放
射性物質としている。 
6.1(1)f)計算対象とする核種は希ガス及びよう素とし、核分裂収率が小さく
半減期のきわめて短いもの及びエネルギの小さいものは、計算対象としな
い。計算対象は、解説 6.2 に示された核種としている。 
6.1(1)g)希ガス及びよう素の原子炉格納容器内に放出される放射性物質の
量の炉心蓄積量に対する割合は、希ガス 100％、よう素 50％としている。 
6.1(1)h)事故後 30 日間の積算線源強度は、二次格納施設内の放射性物質に
よるガンマ線エネルギをエネルギ範囲によって区分して計算している。 
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6.1(2)→内規のとおり 
6.1(2)a)事故の想定は、「4.1.2 主蒸気管破断」としている。 
6.1(2)b)事故時に主蒸気管破断口からタービン建屋内に放出された放射性物
質は、全量がタービン建屋から漏えいすることなく、タービン建屋の自由空
間容積に均一に分布するものとしている。このタービン建屋内の放射性物質
を直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の線源としている。 
6.1(2)c)タービン建屋内の放射性物質の崩壊による減衰を計算している。 
6.1(2)d)計算対象とする核種は希ガス及びハロゲン等とし、核分裂収率が小
さく半減期のきわめて短いもの及びエネルギの小さいものは、計算対象とし
ない。計算対象は、解説 6.2 に示された核種としている。 
6.1(2)e)計算対象とする核種及びタービン建屋内への放出量の計算条件は、
タービン建屋からの漏えいを無視する以外は、大気中への放出量の計算条件
(「4.1.2 主蒸気管破断」参照)と同じとしている。 
6.1(2)f) 事故後 30 日間の積算線源強度は、タービン建屋内の放射性物質に
よるガンマ線エネルギをエネルギ範囲によって区分して計算している。 
 
6.2→内規のとおり 
6.2(1)原子炉施設の建屋内に放出された放射性物質に起因するスカイシャイ
ンガンマ線による全身に対する線量は、施設の位置、建屋の配置、形状及び
地形条件から計算している。 
6.2(2) 空気カーマから全身に対しての線量への換算係数は、ガンマ線エネル
ギに依存した実効線量への換算係数又は 1Sv／Gy として評価している。 
6.2(4)a)スカイシャインガンマ線の計算は、輸送計算コードを組み合わせて、
一回散乱計算法を用い評価している。 
6.2(4)b)基本計算式を(6.1)式として評価している。 
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6.2(4)c)散乱点におけるガンマ線束は、ⅱ)の方法によって評価している。
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6.3→内規のとおり 

6.3(1)原子炉施設の建屋内に放出された放射性物質に起因する直接ガンマ

線による線量の計算のために、線源、施設の位置関係、建屋構造等から計算

の体系モデルを構築して評価している。 

6.3(2) 空気カーマから全身に対しての線量への換算係数は、ガンマ線エネ

ルギに依存した実効線量への換算係数又は 1Sv／Gy として評価している。 

6.3(3)a)直接ガンマ線の計算は、点減衰核積分法を用いて評価している。 

6.3(3)b)基本計算式は(6.4)式としている。 
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7 →内規のとおり 

 

7(1) 中央制御室居住性に係る運転員の被ばくを，3.2(1)に示した被ばく経

路について,7.1 から 7.5 までに示す方法によって計算している。 

 

 

 

 

7(2)b) BWR 型原子炉施設の主蒸気管破断時の半球状雲の放出については，入

退域時の線量の評価には考慮していない。 

 

7(3) 運転員の勤務形態については, 平常時の直交替を基に設定している。

 

7.1 →内規のとおり 

7.1(1) 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による中央制御

室内での被ばく及び建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による中央制

御室内での被ばく経路については，運転員の被ばくを，7.1.1 から 7.1.2 ま

でに示す方法によって計算している。 
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7.1.1 →内規のとおり 

 

7.1.1(1)a) 原子炉冷却材喪失発生後 30 日間，原子炉建屋(二次格納施設〉

内に存在する放射性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による，中央

制御室内における積算線量を評価している。 

7.1.1(1)b) スカイシャインガンマ線の線源強度は，「6.1 スカイシャインガ

ンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いて評価してい

る。 

7.1.1(1)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，

形状及び組成から評価している。 

7.1.1(1)d) 線量の評価点は，室内の複数点の計算結果から線量が最大とな

る点を評価点としている。 

7.1.1(1)e) 中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤務状態に即して計算し，

30日間積算線量を滞在期間の割合で配分して評価している。 

7.1.1(1)f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示

された計算式を用いて評価している。 
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7.1.1(3) →内規のとおり 

7.1.1(3)a) 主蒸気管破断発生後 30日間，タービン建屋内に存在する放射性

物質を線源としたスカイシャインガンマ線による,中央制御室内における積

算線量を計算し評価している。 

7.1.1(3)b) スカイシャインガンマ線の線源強度は「6.1スカイシャインガン

マ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いて評価してい

る。 

7.1.1(3)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮蔽効果を,構造物の配置，形

状及び組成から評価している。 

7.1.1(3)d) 線量の評価点は，室内の複数点の計算結果から線量が最大とな

る点を評価点としている。 

7.1.1(3)e) 中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤務状態に即して計算し，

30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分して評価している。 

7.1.1(3)f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示

された計算式を用いて評価している。 
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7.1.2 →内規のとおり 

 

7.1.2(1)a) 原子炉冷却材喪失発生後 30日間，原子炉建屋等（二次格納施設)

内に存在する放射性物質を線源とした直接ガンマ線による,中央制御室内に

おける積算線量を評価している。 

 

7.1.2(1)b) 直接ガンマ線の線源強度は，「6.1 スカイシャインガンマ線及び

直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いて評価している。 

7.1.2(1)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，

形状及び組成から評価している。 

7.1.2(1)d) 線量の評価点は，室内の複数点の計算結果から線量が最大とな

る点を評価点としている。 

7.1.2(1)e) 中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤務状態に即して計算し，

30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分して評価している。 

7.1.2(1)f) 直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示された計算

式を用いて評価している。 
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7.1.2(3)a) 主蒸気管破断発生後 30日間，タービン建屋内に存在する放射性

物質を線源とした直接ガンマ線による，中央制御室内における積算線量を評

価している。 

7.1.2(3)b) 直接ガンマ線の線源強度は，「6.1 スカイシャインガンマ線及び

直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いて評価している。 

7.1.2(3)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を，構造物の配置，

形状及び組成から評価している。 

7.1.2(3)d) 線量の評価点は，室内の複数点の計算結果から線量が最大とな

る点を評価点としている。 

7.1.2(3)e) 中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤務状態に即して計算し，

30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分して評価している。 

7.1.2(3)f) 直接ガンマ線による運転員の外部披ばく線量は，示された計算

式を用いて評価している。 
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7.2 →内規のとおり 

 

7.2(1) 大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による運転

員の被ばくを，次の(2)から(5)によって計算している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2(2) 建屋から大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央

制御室内作業時の運転員の被ばく線量を評価している。 
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 7.2(3)相対線量Ｄ／Ｑの評価点は、中央制御室内の中心を評価点としてい

る。 

7.2(4)中央制御室の天井・側壁によるガンマ線(Eγ≧1.5MeV 以上)の遮蔽効

果を考慮して計算している。 

7.2(5)ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、示された計算式を用いて

評価している。 

 

 

 

7.2(5)a)主蒸気管破断時には、半球状雲中の放射性物質のガンマ線による線

量寄与を加算して評価している。 

 

7.2(5)c)大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による中央制御室内滞

在時の実効線量は、示された方法によって評価している。 
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7.3→内規のとおり。 

 

7.3(1)室内に外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被

ばくについては、7.3.1 から 7.3.2 までに示す方法によって評価している。

 

7.3(2)室内に外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による中央制御

室内での被ばく及び室内に外気から取り込まれた放射性物質からのガンマ

線による中央制御室内での被ばく経路による運転員の被ばくについては、

7.3.3 から 7.3.4 までに示す方法によって評価している。 

 

145



 

2
6
条
-
別
添
2
-
添
6
-
3
8
 

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1→内規のとおり。 

7.3.1(1)大気中に放出された放射性物質が大気中を拡散し、放出源付近の建

屋の巻き込み影響を受ける場合にはその効果を計算したうえで、中央制御室

を含む当該建屋の周辺の放射性物質の濃度を計算している。 

7.3.1(1)a)建屋の影響を考慮して評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1(1)b)建屋の影響を考慮して、5.1.1(2)及び(3)の方法で計算した建屋

周辺の濃度分布の結果を用いて評価している。 
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7.3.2→内規のとおり。 
7.3.2(1)建屋の表面空気中から、中央制御室の非常用換気空調及び直接流入
する経路で放射性物質が外気から取り込まれることを想定し、評価してい
る。 
7.3.2(2)中央制御室内の雰囲気中で、放射性物質は一様混合すると仮定して
評価している。 
7.3.2(3)中央制御室換気系フィルタの効率は、設計値を用いて評価してい
る。 
7.3.2(4)中央制御室への外気取入及び空気流入による放射性物質の取り込
みに対して、時刻 tにおける核種 iの外気中濃度を用いて評価している。 
7.3.2(5)相対濃度χ／Ｑの評価点は、外気の取入れを遮断した上で再循環運
転を行うため、中央制御室の中心点としている。 
7.3.2(6)中央制御室の隔離のために手動操作を想定しており、隔離に要する
時間に加えて運転員が事故を検知してから操作を開始するまで 10 分以上の
時間的余裕を見込んで計算している。 
7.3.2(7)中央制御室内の雰囲気中に浮遊する放射性物質量の時間変化は、示
されたとおり評価している。 
7.3.2(7)a)中央制御室内への取り込み空気放射性物質濃度に基づき、空調シ
ステムの設計に従って中央制御室内の放射能濃度を評価している。 
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7.3.2(7)b) 中央制御室に相当する区画の容積は，中央制御室バウンダリ内

体積（容積）としている。 

 

  

148



 

2
6
条
-
別
添
2
-
添
6
-
4
1
 

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 7.3.3→内規のとおり 

7.3.3(1) 放射性物質の吸入摂取による運転員の被ばく線量を、次の(2)か

ら(5)までの方法によって評価している。 

7.3.3(2) 線量の計算に当たって，運転員の勤務状態に即して，中央制御

室内の滞在期間あお計算し，30 日間の積算線量を滞在期間の割合で配分し

て評価している。 

7.3.3(3) 被ばく低減方策として，防護マスク着用を考慮していない。 

7.3.3(4) 吸入摂取による運転員の内部被ばく線量は，示されたとおり計

算する。 

 

外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による運転員の実効線量は，

(7.5)式によって計算している。 

 

 

149



 

2
6
条
-
別
添
2
-
添
6
-
4
2
 

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 7.3.3(5) 主蒸気管破断時は，前項の線量に半球状雲通過時の放射性物質

の室内取込による線量寄与を加算して評価している。 

 

半球状雲に伴う運転員の吸入摂取による実効線量は(7.6)式によって計算

している。 

 

7.3.4→内規のとおり 

7.3.4(1) 放射性物質からのガンマ線による運転員の被ばく線量を，次の

(2)から(6)までの方法によって計算している。 

7.3.4(2) 中央制御室は，容積が等価な半球状とする。そして，半球の中

心に運転員がいるものとして評価している。 

7.3.4(3) 中央制御室の容積は，中央制御室バウンダリ内体積（容積）と

している。 

 

7.3.4(4) 線量の計算に当たっては，運転員の勤務状態に即して，中央制

御室内の滞在期間を計算し，30 日間の積算線量を滞在期間の割合で配分し

て評価している。 

7.3.4(5) ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，a)で示されたとお

り計算している。 
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  7.3.4(6) 主蒸気管破断時は，7.3.4(4)a)の計算式に，次の半球状雲通過時

の放射性物質の室内取込による線量寄与を加算して評価している。 

 

半球状雲によるガンマ線の線量は(7.9)式によって計算する。 

 

 

 

 

7.4→内規のとおり 

7.4(1) 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガン

マ線による入退域時の被ばく経路からの運転員の被ばくは，7.4.1から7.4.2

までに示す方法によって計算している。 
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7.4.1→内規のとおり 

 

7.4.1(1)a) 原子炉冷却材喪失発生後 30日間，原子炉建屋（二次格納施設）

内の存在する放射性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による，入退

域時の評価点における積算線量を計算している。 

7.4.1(1)b) スカイシャインガンマ線の線源強度は，「6.1 スカイシャインガ

ンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いている。 

7.4.1(1)c) 線源から評価点に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，形状

及び組成から計算する。 

7.4.1(1)d) 入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30

日間の積算線量を所要時間の割合で配分して評価している。 

7.4.1(1)e) 計算に当たっては，1)の仮定を用いて評価している。 

7.4.1(1)e)1) 入退域時の評価点は，管理建屋の入口であるサービス建屋入

口として評価している。 

7.4.1(1)f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示

されたとおり計算している。 
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7.4.1(3)a) 主蒸気管破断発生後 30 日間，タービン建屋内に存在する放射

性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による，入退域時の評価点にお

ける積算線量を計算している。 

7.4.1(3)b) スカイシャインガンマ線の線源強度は，「6.1 スカイシャイン

ガンマ線及び直接ガンマ線の線源強度」で解析した結果を用いている。 

7.4.1(3)c) 線源から評価点に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，形状

及び組成から計算している。 

7.4.1(3)d) 入退域までの所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，

30日間の積算線量を所要時間の割合で配分して評価している。 

7.3.1(3)e) 計算に当たっては，1)の仮定を用いて評価している。 

7.4.1(3)e)1) 入退域時の評価点は，管理建屋の入口であるサービス建屋入

口として評価している。 

7.4.1(3)f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、示

されたとおり計算している。 
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7.4.2→内規のとおり 

 

7.4.2(1)a)原子炉冷却材喪失発生後 30 日間，原子炉建屋（二次格納施設）

内に存在する放射性物質を線源とした直接ガンマ線による，入退域時の評価

点における積算線量を計算している。 

7.4.2(2)b)直接ガンマ線の線源強度は，「6.1 スカイシャインガンマ線及び

直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いている。 

7.4.2(1)c)線源から評価点に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，形状及

び組成から計算している。 

7.4.2(2)d)入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30

日間の積算線量を所要時間の割合で配分して評価している。 

7.4.2(1)e)計算に当たっては，1)の仮定を用いて計算している。 

7.4.2(1)e)1)入退域時の評価点は，管理建屋の入口であるサービス建屋入口

として評価している。 

7.4.2(1)f)直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示されたとおり

計算している。 
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7.4.2(3)a)主蒸気管破断発生後 30 日間，タービン建屋内に存在する放射性

物質を線源とした直接ガンマ線による，入退域時の評価点における積算線量

を計算している。 

7.4.2(3)b)直接ガンマ線の線源強度は，「6.1 スカイシャインガンマ線及び直

接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いている。 

7.4.2(3)c)線源から評価点に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，形状及

び組成から計算している。 

7.4.2(3)d)入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日

間の積算線量を所要時間の割合で配分して評価している。 

7.4.2(3)e)計算に当たっては，1)の仮定を用いて評価している。 

7.4.2(3)e)1)入退域時の評価点は，管理建屋の入口であるサービス建屋入口

として評価している。 

7.4.2(3)f)直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示されたとおり

計算している。 
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7.5→内規のとおり 

7.5(1)大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による入退域時の被

ばく及び吸入摂取による入退域時の被ばく経路からの運転員の被ばくは，

7.5.1 から 7.5.2 までに示す方法で計算している。 

7.5(2)大気中に放出された放射性物質が大気中を拡散し，放出源付近の建屋

の巻き込み影響を受ける場合にはその効果を計算した上で（5.大気拡散の評

価），中央制御室を含む当該建屋の周辺の放射性物質の濃度を計算している。

7.5(2)a)建屋の影響を考慮するため，7.5(2)b)の方法で評価している。 

7.5(2)b)建屋の影響を考慮するため，5.1.1(2)及び(3)の方法で計算した建

屋周辺の濃度分布の結果を用いて評価している。 
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7.5.1→内規のとおり 

7.5.1(1)大気中へ放出された放射性物質から発射されるガンマ線による被

ばくを計算している。ただし，事故発生直後の短時間に集中して放出される

放射性物質（主蒸気管破断時の半球状雲）による線量については，入退域時

の線量としては評価していない。 

7.5.1(2)建屋から大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による運

転員の交替のための入退域時の線量を計算している。 

7.5.1(3)入退域時の線量は入退域評価点での相対線量Ｄ／Ｑを求め，これに

放射性物質（この場合は，放射能）の放出率を乗じて評価している。 

7.5.1(4)入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日間

の積算線量を所要時間の割合で配分して評価している。 

7.5.1(5)入退域時の計算に当たっては，a)の仮定を用いて評価している。 

7.5.1(5)a)入退域時の評価点は，管理建屋の入口であるサービス建屋入口と

して評価している。 

7.5.1(6)ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示されたとおり計算し

ている。 

158



 

2
6
条
-
別
添
2
-
添
6
-
5
1
 

 

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2→内規のとおり 

7.5.2(1)大気中へ放出された放射性物質を吸入摂取することによる被ばく

を計算している。ただし，事故発生直後の短時間に集中して放出される放射

性物質（主蒸気管破断時の半球状雲）による線量については，入退域時の線

量としては評価していない。 

7.5.2(2)入退域時の線量は入退域評価点での相対濃度χ／Ｑを求め，これに

放射性物質の放出率を乗じて評価している。線量換算係数，呼吸率を乗じて

評価している。 

7.5.2(3)入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日間

の積算線量を所要時間の割合で配分して評価している。 

7.5.2(4)被ばく低減方策として，防護マスク着用を考慮していない。 

7.5.2(5)入退域時の計算に当たっては，a)の仮定を用いて評価している。 

7.5.2(5)a)入退域時の評価点は，管理建屋の入口であるサービス建屋入口と

して評価している。 
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7.5.2(6)吸入摂取による運転員の内部被ばく線量は，示されたとおり計算し

ている。 
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